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はじめに 

～「誰もが住みたい、住んで良かった」 

と感じるまちを実現する～ 

 

阪南市長  水野 謙二 

 

日本の総人口は、平成 20（2008）年の 1億 2,808万人をピークに減少に転じ、2060年には

8,674万人まで減少すると推計されています。こうした人口減少は、地域差はあるものの、中山間

地から都心部へと広がっていき、持続可能な自治体運営が困難な時代へと突入することが見込ま

れます。 

そのため、国においては、2014（平成 26）年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」を公布し、

2060年の総人口を１億人維持するというめざすべき将来の方向を提示する「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」と、これを実現するため、基本的な方向や施策等を提示する「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」をとりまとめ、我が国が直面する人口減少克服・地方創生という構造的な

課題に取り組むこととしました。 

これを受け、本市においても、出生率回復と転入促進・転出抑制による社会増減の均衡を図る

という強い決意を示し、国の総合戦略の政策５原則の趣旨を踏まえ、市民・学識経験者、産業

界、行政、金融、労働団体の代表等で構成する「おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・し

ごと創生委員会」等での議論を経て、「第１期阪南市総合戦略」を 2015（平成 27）年度に策定

し、持続可能な地域社会づくりに計画的・効果的に取り組むこととしています。 

「第１期阪南市総合戦略」の策定から、5年が経過し、デジタル技術の急速な発達により、時代

の変化が速くなる中、ウィズコロナの時代も見据え、国及び大阪府のまち・ひと・しごと創生総

合戦略との整合を図りながら、引き続き、「誰もが住みたい、住んで良かった」と感じるまちを実

現するため、2021（令和３）年度から 2024（令和６）年度までの 4ヵ年計画として、「第２期阪南

市総合戦略」を策定しました。 

「第２期阪南市総合戦略」では、「阪南市人口ビジョン」に基づく本市の人口に係る将来展望や

人口動態を分析し、限りある財源と人材をメリハリのついた重点施策として絞り込むこととし、

子育て世代（特に 30歳代の働く女性）に焦点をあて、より効果の発揮が期待できる施策を選択

し、集中的に実施することで目標の具体化を図ってまいります。 

おわりに本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご協力をいただいた市民、関係者の皆さんに

心からお礼申し上げるとともに、総合戦略の推進に向け、より一層のご理解とご協力を賜ります

よう、お願い申し上げます。 

令和３年３月 
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第１章 阪南市総合戦略の位置づけ 

（1）背景・計画策定の目的 

国は、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京

圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくため、平成 26（2014）年 11月に、「まち・ひと・しごと創生法」

を制定し、同年 12月に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び第１期「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定しました。その後、第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」につい

ては、令和元（2019）年度で計画期間が終了することから、次の５年に向け、第２期「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」が国により策定されました。 

これを受け、本市では、平成 14 年をピークに人口は減少傾向に転じ、今後、少子高齢化が一

層進展することが見込まれていることから、平成 27（2015）年 10月に、令和 42（2060）年を見

通した長期的な視点で、まちづくりの方向性を示した「阪南市人口ビジョン」及び、平成 27（2015）

年度から令和元（2019）年度までの５ヵ年の目標や基本的方向性、具体的な施策をまとめた「第

１期阪南市総合戦略」を策定しました。本市としても、引き続き、国及び大阪府のまち・ひと・

しごと創生総合戦略、本市の総合計画との整合を図り、阪南市人口ビジョンによる本市の人口に

係る将来展望と、それを実現するための施策を策定することで、令和 42（2060）年の将来人口「約

44,000人」を確保することを目的に、「第２期阪南市総合戦略」を策定するものです。 

 

（2）他計画との関連性 

総合戦略は前述のとおり、基本的な市の方向性などについては、総合計画との整合性を図りな

がら、人口維持・地方創生に係る個別計画として位置づけるものとします。 

 

（3）総合戦略の計画期間 

総合戦略の期間は、国や大阪府の総合戦略と終期を合わせるため、2021（令和３）年度から 2024

（令和６）年度までの４年間とします。ただし、地方創生を取り巻く環境は今後劇的に変化する

見込みであるため、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 本市における人口面の現状と将来展望 

（1）人口面における現状分析 

本市の人口は、昭和 40 年代からの丘陵部の住宅開発と平成８年の阪南スカイタウンのまちび

らきもあり、右肩上がりで推移してきましたが、平成 14 年（60,015 人 住民基本台帳ベース）

をピークとして以降人口減少の傾向にあります。 

平成 15 年以降、総人口が減少傾向に転じた主な要因としては、社会増減①※が転出超過に推移

したことが挙げられますが、自然増減※も平成 17年以降自然減に転じており、将来的な人口減少

の加速化が懸念される状況にあります。 

また、関西国際空港近隣の泉佐野市、泉南市などでの大規模商業施設開発などが進んでいるこ

とにより、かつて大阪中心部のベッドタウンとして「ファミリー層に選ばれていた阪南市」とい

う強みが失われつつあり、若年層の流出が目立ってきていることもあいまって、出生数の減少傾

向が顕著となっています。出生数については、直近 20 年で見ると平成 13 年の「594 人」をピー

クに平成 30年時点では「295人」と約５割程度まで減少している状況にあります。 

 

（2）主な人口減の要因 

「(1) 人口面における現状分析」より、主な人口減の要因は以下のとおりと推測できます。 

○ 都市の魅力の低下による、他都市への転出増・他都市からの転入減 

○ 結婚・出産世代の流出による、合計特殊出生率※の低下 

○ 若年層の転出超過と、高齢化の進展 
 

このような負のスパイラルの発生が、本市の人口減の要因であると考えられます。この負の連

鎖を断ち切ることが、本市の課題解決に向けた第一歩となります。 

 

（3）本市の人口面における将来展望 

令和 42（2060）年の人口は、国立社会保障・人口問題研究所推計で 31,484 人（最新の推計で

は 23,537 人）、これをベースに本市の地域別の推計を積み上げた独自試算で 35,509 人と推計さ

れます。このような人口減少は、市勢維持にも大きな影響を与えるばかりでなく、地域経済の縮

小などを招くこととなり、地域社会の基盤維持が困難になることに加え、地域そのものが崩壊す

る恐れもあります。 

このような状況下において、「まち・ひと・しごと創生」の趣旨のもと、本市では国及び大阪府

との連動性を確保しながら、市全体が自信とつながりを取り戻し、一丸となり創生に取り組むこ

とで、令和 42（2060）年時点で人口「約 44,000人」を確保することを目標とします。そして、

従来からの本市の強みであったファミリー層を回帰させるとともに、市民全員が「阪南市民であ

ることに自信を持ち、つながりを取り戻す」ことで、弱みである若年層の転出超過に歯止めを掛

けます。 

                            

 
①これ以降、本文中に「※」を付した用語については 56ページ以降に用語解説を設けていますので、ご参照ください。 
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図１ 阪南市将来人口のゴールセッティング 

 

 

阪南市将来人口のゴールセッティング 

令和 42（2060）年時点で人口「約 44,000 人」を確保する。 

 

○ 合計特殊出生率※を令和 22（2040）年までに 2.07まで上昇させる。 

○ 令和６（2024）年までに社会増減±０をめざす（転入促進と転出抑制）。 

○ 年齢構成のバランス維持により持続可能な地域社会を実現する。 
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第３章 総合戦略 

Ⅰ．第１期総合戦略の効果検証 

 

（1）第１期総合戦略の振り返り 

第１期総合戦略においては、５つの基本目標のもと、賑わいの創出と地域経済の活性化を図る

ため、各種施策に取り組んできました。 

 

【第１期阪南市総合戦略 基本目標】 

 

基本目標１ 「お」：大阪 NO.1の安全安心で、時代にあった魅力的なまちをつくる 

基本目標２ 「も」：モデルとなる、誰もが健康で幸せに暮らせるまちをつくる 

基本目標３ 「て」：的確に子育て世代の希望をかなえ、子どもの笑顔・夢をはぐくむ 

 基本目標４ 「な」：内外に、はんなんの魅力を発信し、新しいひとの流れをつくる 

 基本目標５ 「し」：職住近接の利便性の高いまちをつくる 

 

 

将来人口のゴールセッティング（令和 42（2060）年時点で「約 44,000 人」の確保）の達成に

向けた以下の指標について、令和２（2020）年１月時点では、基準値よりも悪化している状況で

あり、現状のままでは、目標の達成は困難であると考えられ、人口減少や少子高齢化社会への対

応にすぐにつながるものではなく、継続した取組が必要となります。 

 

表 1 指標の状況 

指標 
基準値 

（第１期総合戦略策定時） 

現状値 

（第２期総合戦略策定時） 
目標値 

合計特殊

出生率 

1.27 

平成 22（2010）年 

1.16 参考値 

平成 29（2017）年 

2.07 

令和 22（2040）年まで 

社会増減 -171 

平成 26（2014）年住民基本台帳 

-434 

平成 30（2018）年住民基本台帳 

±0 

令和２（2020）年まで 

 

また、５つの基本目標ごとに定めた数値目標 17 件の進捗状況については、９件が基準値から

改善されているものの、目標が達成できたものは１件となっています。目標値に届かなかった要

因は、第１期総合戦略に基づいた取組が進まなかったことに加え、取組効果が期待値を下回った

ことであると考えられます。 

表 2 目標達成の状況 

合計設定数 目標達成（○） 

目標未達 

 策定時より改善 

（△） 

策定時より悪化（×） 

17 １ 16 ９ ７ 
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表 3 「お」：大阪 No.1の安全安心で、時代にあった魅力的なまちをつくる 

数値目標 
平成 27年度 

（基準値） 

平成 31年度 

（目標値） 

平成 31年度 

（実績値） 
結果 

街頭犯罪発生率が大阪府内で

１番低い市を維持（人口 100

人あたりの割合） 

0.37％ 

（平成 26年） 
－ 

0.17％ 

（平成 31年） 

△ 

基準値より改善

するも、５位 

地震や水害等の自然災害への

対策（施設や組織）が進めら

れ、安心して暮らしていると

思う市民の割合 

42.4% 70.0% 42.6％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

犯罪やトラブルにあわずに安

心して暮らしていると思う市

民の割合 

73.2％ 80.0％ 73.6％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

安心して快適に暮らせる住環

境が整っていると思う市民の

割合 

62.7％ 70.0％ 65.4％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

 

表 4 「も」：モデルとなる、誰もが健康で幸せに暮らせるまちをつくる 

数値目標 
平成 27年度 

（基準値） 

平成 31年度 

（目標値） 

平成 31年度 

（実績値） 
結果 

市が実施する様々な健幸※プ

ログラムの延べ参加件数 
2,889件 5,000件以上 709件 

× 

基準値より悪化 

健康づくりに取り組むための

行政サービスを受けられる環

境があると思う市民の割合 

60.4% 70.0% 57.4％ 
× 

基準値より悪化 

生涯を通じて様々な学びやス

ポーツにふれ、生きがいを持

って生活していると思う市民

の割合 

44.7％ 70.0％ 46.2％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

 

表 5 「て」：的確に子育て世代の希望をかなえ、子どもの笑顔・夢をはぐくむ 

数値目標 
平成 27年度 

（基準値） 

平成 31年度 

（目標値） 

平成 31年度 

（実績値） 
結果 

 

合計特殊出生率 

 

1.27 

平成 22（2010）年 
1.60 

1.16 

平成 29（2017）年 

× 

基準値より悪化 

安心して子どもを産み育て

られる環境が整っていると

思う市民の割合 

60.1% 70.0% 57.4％ 
× 

基準値より悪化 
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子どもが地域に守られ育っ

ていると思う市民の割合 
73.1％ 80.0％ 75.0％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

未就学年齢の子どもが、そ

れぞれの子どもにあった幼

児教育を受けていると思う

市民の割合 

63.6％ 70.0％ 64.5％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

安全で快適な教育環境のも

と、子どもたちが一人ひと

りの個性と能力にあった適

切な学校教育を受けている

と思う市民の割合 

56.1％ 70.0％ 58.9％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

 

表 6 「な」：内外に、はんなんの魅力を発信し、新しいひとの流れをつくる 

数値目標 
平成 27年度 

（基準値） 

平成 31年度 

（目標値） 

平成 31年度 

（実績値） 
結果 

人口社会移動増減数（転入

者－転出者） 

－171人 

平成 26年度 
±0人／年 －434人 

× 

基準値より悪化 

定住人口の維持 － 55,000人 53,874人 
× 

基準値より悪化 

観光の魅力を活かし、多く

の観光客が訪問していると

思う市民の割合 

8.3% 30.0% 9.7％ 

△ 

基準値より改善

するも未達 

 

表 7 「し」：職住近接の利便性の高いまちをつくる 

数値目標 
平成 27年度 

（基準値） 

平成 31年度 

（目標値） 

平成 31年度 

（実績値） 
結果 

市内事業所従業者数 11,329人 

（平成 24年度） 
12,000人 9,383人 

× 

基準値より悪化 

市民が就労の機会を得て、

良好な労働環境のもとで安

心して働くことができると

思う市民の割合 

23.1% 30.0% 32.1％ 
○ 

目標を達成 

 

（2）課題と今後の取組の方向性 

他都市への転出増・他都市からの転入減や、結婚・出産世代の流出による合計特殊出生率の低

下、若年層の転出超過による、高齢化の進展が顕著であることから、人口減少の抑制に向けての

取組が最大の課題となります。 

活力ある市をめざすためには、阪南市ならではの魅力を発信し、本市に愛着のある市民及び本

市の居住環境に心ひかれる転入者を増やす取組を進める必要があります。  
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Ⅱ．基本的な考え方 

 

前述のとおり、将来人口の目標である令和 42（2060）年での人口「約 44,000 人」を確保する

ため、本市の人口動態における負の連鎖を断ち切るべく、「誰もが住みたい、住んで良かった」と

感じるまちを実現します。 

また、国・府の総合戦略とも歩調を合わせながら、協働によるまちづくりを基本とし、本市な

らではの資源を最大限に活用することで、地域の活力を高め、次世代に向けた持続可能な地域社

会をめざします。 

加えて、第２期総合戦略においては、第１期総合戦略の効果検証を踏まえ、国の「継続を力に

する」という姿勢で、現行の枠組みを維持しつつ、限られた財源や時間の中で、より高い効果の

発揮が期待できる施策を選択し集中的に実施していくため、施策の絞り込みと重点施策の設定

（30歳代の働く女性に効果的な施策など）を行うとともに、国における新たな視点である「関係

人口※の創出・拡大」などに加え、横断的な目標「新しい時代の流れを力にする」を推進する施策

として、「地域における Society5.0 の推進」や「地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづ

くり」などに重点を置いて施策を推進します。 

さらに、これまで以上に多様なステークホルダー（利害関係者）との連携を深めるとともに、

企業版ふるさと納税（人材派遣型含め）を積極的に活用し、ウィズコロナ時代の「新しい生活様

式」を考慮しながら、地域の課題解決や市民生活の向上につなげます。 

 

（1）メインターゲットの設定 

本市の特徴としては、10 歳代後半から 20 歳代前半の世代において、進学や就職を契機に他市

町村への転出などが要因で転出超過の傾向にあり、一方で、ファミリー層（子育て世代（30歳代

から 40歳代前半））が戻ってくる傾向にあります。しかし、戻り方は、年々減傾向にあり、ファ

ミリー層（子育て世代）の人口と比例して、転入超過である０歳から４歳の人口も減少傾向にあ

ります。 

そのため、従来からの本市の強みであったファミリー層（子育て世代）を回帰させることが課

題となっています。 

また、本市の 25歳から 44歳の女性の就業率は、66％と大阪府の平均約 60％よりも高い値とな

っています。 

これらを踏まえ、子育て世代（特に 30歳代の働く女性）をメインターゲットに設定します。 

また、メインターゲットをさらに絞り込み、より具現化するため、代表的な人物像（ペルソナ）

を作成し、効果的な施策展開を図ります。 
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図２  年代別人口の社会増減推移（出典：RESAS 地域経済分析システム） 

 
図３  女性の就業率（出典：子ども・子育て支援事業計画）  
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ペルソナ① 

 

 

やりたい仕事を続けながら、子育ても満喫 

（Ａさん・32歳女性） 

 

「二十歳のときに就職して、職場のある高石市に転出したときは、子どもが生まれたときのこと

なんて考えてもみませんでした。やっぱり、実家の近くに住んでるほうが、何かと助かります

よね」 

そう言って笑うのは、助産師のＡさん（女性・32 歳）。今は、下荘地域の実家の近くに一戸建

てを購入し、夫と保育所に通うの娘２人（１歳・３歳）と一緒に暮らしている。 

夫は、兵庫県生まれ滋賀県育ち。就職に際し大阪市に引っ越してきて、友人の紹介で出会った

とのこと。 

「夫の実家は今も滋賀県にあるんですが、頼るなら自分の実家のほうが気楽ですよね。仕事もこ

っちだし、正直、阪南市生まれでよかったです。両方の実家が遠かったら、子どもを育てなが

ら仕事を続けることは、できなかったかもしれません」 

いざというときに実家の助けを借りている今でも、平日は多忙を極める。 

「朝５時に起きて、保育所が始まる７時半に子どもを送り、車を飛ばして泉北の勤務先に。始業

時間ギリギリに滑り込みます。18 時前には職場を出て、保育所の閉まる 19 時までにお迎え。

そこから買い物や晩御飯の準備、子どもの世話などがありますから、夫とも家事などを分担し

ているとはいえ、日が変わるまでにベッドに入れたらラッキーです」 

多忙な平日を過ごしていても、休日の家族での外出は欠かせないそう。 

「家の中だけだと、上の子が飽きちゃうんですよね。休日は外出することが多いです。まだ下の

子が小さいので、おむつ替えや授乳室があることが外出先のマスト。市外のショッピングモー

ルや大きな公園に行くことが多いですね。市内だと、せんなん里海公園は、広々としていて遊

具も多いから好きです。駐車料金がもう少し安ければ、車で行けるんですけどね。今は自転車

です」 

公園の情報などを含め、新しい情報は、インターネット検索やＳＮＳ、実家やママ友の口コミ

が頼りだという。 

「平日は特に、スマホをいじっている時間が取れないんですよ。土日になってから検索してみた

り、ママ友のグループラインの情報を遡ってみたり。インスタも情報源の一つですね」 

Ａさんに、これからの希望を聞いてみた。 

「まずは、子どものことですね。自分が海の近い環境で育ったせいか、子どもにも自然を楽しん

でほしいと思うんですよ。習い事ができる年齢になったら、水泳を習わせようかな、と。 

それと、自分のこと。やりたい仕事を続けるのはマストだけど、家庭に仕事を持ち込むのはい

けないと思うので、バランスをとっていければと。そのためには、心の余裕ですよね。ひとり

の時間ができたら海辺を散歩したりして、気持ちをリセットするように心がけています。その

うち子どもが大きくなったら、一緒に散歩しながら学校の様子とか話してくれたらうれしいと

思いますね。そのときは、実家の両親も誘おうかな」 
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あと、私が小さいころと同じように、 

子どもにも自然を楽しんでほしいのです。 

自然資源や地場産業を活用した教育 

プログラムを展開します（35ページ）。 

環境教育といえば阪南市。海洋教育など 

充実した環境教育を推進します。 

Ａさん 

職員 

これは地引網体験の写真です。 

好きな仕事だから、子どもを育てなが

ら仕事を続けたいのですが… 

ゆくゆくは子どもや実家の両親と 

話しながら散歩したいのですが、 

いいところはありますか。 

子育てをしながら仕事ができる環境の 

醸成（34ページ）に取り組み、母親向けの

キャリア形成支援の推進、計画的な 

教育・保育施設の確保を進めます。 

阪南市では、健幸プログラムの充実と健幸 

づくりによる交流人口の拡大（28ページ）と 

して、歩きたくなるまちづくりに取り組みます。 

海辺の散歩でも、山のハイキングでも、 

家族で歩けるいろんなコースがありますよ。 
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ペルソナ② 

 

 

夫婦とも、阪南育ち。夫の実家で３世代同居、好きなまちに住み暮らす。 

（Ｂさん・39歳女性） 

 

なんと、ご夫婦そろって阪南生まれ・阪南育ち。保育士として泉佐野市で働くＢさん（39歳女

性）に、阪南市に住み続ける理由を聞いてみた。 

「海は近いし、空気は綺麗。通勤は車で、生活に必要な買い物にも困らない。友達もここにいる

し、自分の実家にも近いから親の様子も見れる。阪南市を出ていくなんて、考えたこともない

です。ここが、好きなんで」 

スポーツサークルが縁で知り合った夫とは、地元が同じことがわかって意気投合。今は夫の実

家を立て替えて、夫の両親と、２人の息子（小学６年生、３年生）と保育所に通う娘（６歳）の

７人で暮らしている。 

「子どもが好きで保育士になったんですけど、やっぱり仕事をしていると、自分の子どもに手が

回らないこともあるんです。義両親が同居してくれてるから、仕事を続けられているんですよ

ね。ローンもあるし、定年まで仕事は続けるつもりです。その前提で、家族全員でできること

を分担しながら今までやってきたから、それを見て育った子どもたちも、今では家事を手伝っ

てくれます。夫のお弁当を作るために朝は５時起きですけど、子どもが手伝ってくれるおかげ

で 22時ごろには眠れてます。大変なこともあるけど、家族が多いのもいいものですよ」 

休日の過ごし方は、新型コロナ感染症の前からニューノーマル仕様だったそう。 

「基本的に家で過ごすことが元々多かったですね。子どもの希望で、今はサッカーを習わせてい

るので、同じ習い事のママ友と待ち合わせて、練習や試合を見に行くこともあります。あと、

自然の多いまちで育ったからか、家族そろってキャンプが好きなんですよ。みんな連休で特に

用事がなかったら、急に『キャンプでも行くか』って。阪南市は近隣にキャンプ場もあるし、

思い立ってすぐ行けるのがいいですよね。それと、やっぱり里海公園。家から歩いて行けるの

で、子どもの遊び場としても、自分の散歩コースとしても、重宝しています」 

住宅地と海が近接しているのも、阪南市の気に入っているところなんだとか。 

「身近に海がある環境で育った人間にとって、自宅の窓から海が見れるのって最高じゃないです

か。阪南市から北じゃ、自宅の近くが海なんてそうそうありませんし」 

将来の希望は、子どもが独立しても近くに住んでくれることだという。 

「自分は夫の両親と同居ですけど、近居でもいいから子どもが家族と暮らしている様子を見なが

ら暮らしたいですよね。子どもには今から、『将来近くに住んでくれたら、みんなの様子も孫の

面倒も見れるから嬉しいわ。お母さん保育士やし、任せといて』って言い聞かせてます。もと

もと阪南市って、ほどほどに田舎で自然が豊かで、でも生活する分には買い物も交通の便も問

題なくて、子育てする場所としてはバランスいいんですよ。この辺は、子どもがもうちょっと

大人になってから話そうかなと思っています」 

うまくいったら阪南市を出ない家系になるかも、とＢさんは楽しそうに話してくれた。 
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やっぱり、仕事をしていると、 

自分の子どもの勉強まで手が 

回らないことも多くて、心配です。 

将来の希望は、 

子どもが独立しても近くに住んでくれる 

ことなんですが、近くに働く場所がないと 

遠くに行っちゃう可能性が高いですよね 

阪南市は、グローバル社会に対応した 

教育を展開します（37ページ）。 

その中で、ICTを活用し、個々の能力や 

特性に応じた「個別学習」や、子どもたちが 

教え合い学び合う「協働学習」を進め、 

学力の向上を図ります。 

子どもが近くに住んでくれたら、 

新しい家族の様子を見守りながら 

暮らしたいと思います それは楽しみですね。みなさんで長く 

健康に過ごすためにも、健幸プログラムの充実と 

健幸づくりによる交流人口の拡大（28ページ）を 

活用してみませんか。 

将来の健康リスクを低減するため、健康プログラム

を提供し、若いうちからフレイル予防を推進します。 

気の合う仲間も出来るかもしれませんよ。 

新たな仕事の創業支援と既存産業の 

競争力の強化（46ページ）に取り組み、 

企業誘致が促進できる場所の確保や、 

起業支援などに努めます。 

Ｂさん 

職員 

実は、無料で使える健康器具もあるんです。 
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ペルソナ③ 

 

 

住んでみたら、最高の環境。いつか子どもと、並んで釣りがしたい。 

（Ｃさん・33歳女性） 

 

「岬町にある私の実家まで、30分程度で行けるんですよ。勤務先まで南海電鉄で一本だし、値段

の割に広めの中古住宅が売りに出てたので、阪南市に引っ越すことに迷いはありませんでした」 

そう話すのは、事務職として堺市で働くＣさん（33 歳女性）。大阪市内で働く夫とは友人の紹

介で出会い、結婚当初は夫が当時住んでいた 1ＬＤＫで新生活を始めたんだとか。 

「そのときは、堺市だったんですよ。職場が近くてその点は良かったんですけど、２人で１ＬＤ

Ｋだと、何かと手狭で。その点、一戸建てはいいですよね。今は夫婦２人だけなんで、のびの

びと暮らしています。」 

自宅で気に入っているところを聞いてみた。 

「まず、朝通勤で坂を下っていくんですが、海が見えるポイントがあるんですよ。朝日でキラキ

ラしている海が見えたら、なんだかテンション上がりますね。あと、日常使いのスーパーが多

くて、100 円均一とかもあるから、普段の買い物には十分です。キッチンも広くて、晩御飯担

当の私も、朝食とお弁当担当の夫も、喜んでいます。それと、やっぱり一戸建てなんで、収納

はマンションと段違いです。最近、釣りを始めたんですけど、釣り道具一式なんて、収納のこ

とを考えたら前の家じゃ買えなかったでしょうね」 

Ｃさんは笑って、夫婦で釣りにハマってるんです、と続ける。 

「夫が佐賀県の出身で、大学進学のときに大阪に来たんです。堺市に住んでいるときは釣りなん

てしなかったのに、ここに引っ越してから『昔は釣り好きだったんだよね』って話してくれて。

帰省したときに、当時の釣り道具を持って帰ってきていて、今は休日になるたびに２人で自転

車に乗って釣りに行くんですよ。のんびりするし、夫が張り切って料理してくれるから晩御飯

は一品増えるし、私も気に入っちゃって。もう１年くらい夫婦のレジャーと言えば釣りですね。」 

近隣の釣りスポットの釣果をスマホで調べて、足を延ばすこともあるという。 

「情報源はもっぱらスマホです。通勤時や寝る前にＳＮＳをしたり、気になることを検索したり。

スマホなしの生活は考えられないですね。先日、市役所の手続きがあって仕事を休んだんです

けど、できれば、仕事を休まなくてもオンラインで手続きできるようになるとありがたいかな」 

Ｃさんに、夢はありますか、と尋ねてみた。 

「子どもが欲しいんですよ、できれば女の子と男の子１人ずつ。それで、小学生ぐらいになった

ら、家族で堤防に並んで釣りができれば最高ですね。子どもが生まれてしばらくしたら、自宅

の庭で家庭菜園もできればと思っています。自分で釣ったり育てたりした物を食べてたら、好

き嫌いなく育つと思いませんか。これも一戸建てのおかげですよね、阪南市で買ってよかった

です」 

 満足げな言葉に飛び切りの笑顔で、Ｃさんはそう答えてくれた。 
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Ｃさん 

職員 

私のように、結婚や出産を機に 

阪南市に転入してくる人たちに、 

何か支援はありませんか。 

子どもが生まれたら、 

市役所での手続きが増えるんだろうと 

思いますが、そのたびに仕事を休むのは 

ちょっと… 

いつか家族で釣りや家庭菜園をしたいなと 

思っているんですが、そのときのためにも 

好き嫌いなく育ってほしいんです 

自分で手をかけたものを食べるのは格別ですよね。 

もちろんご自宅での食育が基本ですが、自然資源や 

地場産業を活用した教育プログラムの展開（35ページ）

として、稲刈り体験や稚魚放流体験、学校給食での地産

地消の推進なども行っていますよ。 

写真は、稲刈体験です 

スマートシティを推進します（29ページ）。 

その中でも、行政手続きのオンライン化や、 

住民票などのコンビニ交付などは 

新型コロナウイルス感染症対策にも 

なりますので、特に強力に進めます。 

これからは、移住・定住の支援に 

力を入れて取り組みます（43ページ）。 

ご実家との近居・同居ニーズが高いことを 

念頭に、特にＵ・Ｉ・Ｊターン希望者への 

支援策を検討します。 
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ペルソナ④ 

 

 

生まれ育った自分のまちで、いつか自分が母になる。 

（Ｄさん・32歳女性） 

 

大阪市内で事務職をしているＤさん（32歳女性）は、阪南生まれ阪南育ち。昨年結婚した夫と

は、職場結婚だったという。 

「ＪＲで通勤してるんですけど、帰りの電車が一緒になることが多くて。夫は和泉砂川駅が最寄

だったので、１時間ちょっとくらいの通勤中、地元の話題をよく話すようになったのが付き合

うきっかけでしたね」 

結婚を機に、夫が阪南市に転入してくる形で、和泉鳥取駅近くに一戸建てを購入したそう。 

「ローンのことを考えたら、もう仕事はやめられないですね。もともと続けるつもりなので問題

ありませんが。自分の実家が徒歩圏内なので、もし子どもが生まれたら、がっつり頼るつもり

です。夫の実家も近いし、『子どもができたら、いつでも預かるよ』って言ってもらっていま

す」 

自分の生まれ育ったところで結婚しても住み続けられるっていいですよね、とＤさんは言う。 

「環境があんまり変わらないじゃないですか。もちろん生活スタイルは少し変わりましたけど、

朝７時の電車に乗って 20 時半に帰ってきて、とかは今までと同じだし。生活に必要なものな

ら、徒歩や自転車圏内で手に入るので、結構満足してます。近くの、産地直送の野菜を売って

いるお店は、結構重宝しています」 

Ｄさんに、休日の過ごし方を尋ねてみた。 

「阪南市内で過ごすことはほとんどないですね。夫婦で大阪市内に遊びに行ったり、友達家族と

近隣のショッピングモールに行ったり、和歌山までドライブしたり。通勤時間に、夫と二人で

ＳＮＳやネットニュースを見たりして、次の週末どこに出かけるか、考えるのが楽しいんです」 

最近、友達の子どもがかわいくて、とＤさんは言う。 

「２年前に、友達に子どもが生まれたんです。あんまり子どもが欲しいとか思ったことなかった

んですけど、実際に接してみたらかわいくてかわいくて。私も結婚できたし、早く授からない

かなって思うようになりました。家を買うときも、子育てする前提で阪南市に決めましたもん

ね。決め手は実家のそばで、通勤がしやすいこと。そういう点では、阪南市の住宅はコスパが

いいんですよね。 

子どもが大きくなったら、とっておきのホタル観察スポットや昔自分が秘密基地にしていた山

を教えてあげようと思うんです。やっぱり、自分の育ったまちを好きになってほしいですもん」 

そのためにも引き続き阪南暮らしをエンジョイします、とＤさんは笑った。 
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うちの会社はテレワークを推進して 

いるんですが、もし子どもができた場合、 

自宅で子育てとテレワークを 

両立させる自信がありません。 

自宅の近くの産直売場で、 

新鮮な野菜が手に入るのが 

気に入っています。 

阪南市では、移住・定住の支援（43ページ）の 

一環として、心地よく働くことができる環境づくりを 

通じて、テレワークを含む多様な働き方を応援します。 

また、結婚・妊娠・出産・子育ての一貫した支援と 

環境の充実（31ページ）にも取り組みます。 

地域産業の新規就業者などに対する支援を 

推進します（48ページ）。 

本市の農業・漁業の産品は、まちの大きな魅力です。

担い手を確保するため、農協・漁協や金融機関、 

企業や大学との連携を強化し、あらゆる方面から 

支援を推進します。 

いつか、生まれた子どもが大きくなったら、 

とっておきのホタル観察スポットや 

自分が小さいころ秘密基地にしていた山を 

教えてあげようと思うんです。 

自分の宝物を次の世代に渡せるのは、とても 

すばらしいことですよね。 

関西国際空港に近い阪南市では、世界に近い、 

大阪を代表する里海里山づくりを推進します（40ページ）。 

大阪市への通勤圏内では抜群の環境を誇る、海と山で 

遊べるまちを、楽しみながら受け継いでいきましょう。 

Ｄさん 

職員 
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（2）SDGsの推進 

SDGs（持続可能な開発目標）は、平成 27（2015）年に国連において採択された「持続可能な開

発のための 2030アジェンダ」に掲げられた 17のゴール（目標）として、各国がともに取り組む

べき国際社会全体の普遍的な目標となっており、国の第２期総合戦略においても新たな視点とし

て SDGsを原動力とした地方創生が掲げられています。 

本市においても、「誰も一人ぼっちにしない、誰も排除しないまち」を理念に掲げ、SDGs の推

進に取り組んでおり、本戦略の推進を図ることが SDGs の目標達成にも資することから、本戦略

の策定にあっては、SDGs における 17 の目標との関係を整理し、その達成に向けて取組を推進し

ます。 

 

図４  SDGsにおける 17の目標 

 

 

総合戦略 基本理念 

 

私たちのまちへの自信とつながりを取り戻し、 

「誰もが住みたい、住んで良かった」と感じるまちを実現する 
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Ⅲ．基本目標 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げる「稼ぐ地域をつくるとともに安心して働け

るようにする」、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・

子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」

の４つの基本目標を勘案し、本市の基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 国及び本市の基本目標  

国の基本目標 市の基本目標 

「ひとが集う、安心

して暮らすことがで

きる魅力的な地域を

つくる」 

「結婚・出産・子育

ての希望をかなえ

る」 

「地方とのつなが

りを築き、地方への

新しいひとの流れ

をつくる」 

「稼ぐ地域をつく

るとともに安心し

て働けるようにす

る」 

１．誰もが健康で幸せに安全・安心な生活しやすいまちづくり 
○安全・安心で暮らし続けられるよう「大阪 NO.1の安全・安心」をめざす環

境を整備し、転出の抑制や転入促進につなげます。 

○時代にあった魅力的なまちとして、持続可能なまちづくりを推進するた

め、市民主体による地域づくりを進めます。 

○「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」によるまちづくりを進め、

各地域拠点の機能強化や地域拠点間の連携を図り、効率的な行政サービス

の提供等自治体間の広域連携を推進します。 

○「健幸＝健康で幸せ」づくりの支援を行い、健康づくりとまちづくりを連

動させた施策展開である「スマートウエルネスシティ」を一層推進して、

誰もが生涯にわたり、健康で元気に生きがいをもって幸せに暮らせるまち

づくりを進めます。 

○Society5.0の実現に向けて、ICTや IoTなどを活用して、地域の課題解決

に貢献するとともに、行政手続や経済活動を始めとする様々な場面で、新

たなサービスと人や地域社会・環境の負担軽減などを行い、より生活しや

すい持続可能な地域社会のまちづくりを進めます。 

２．子育て世代の希望をかなえ、子育て・子育ちが満喫できるまちづくり 
○少子化に歯止めをかけるため、地域で結婚・出産・子育てを支えあう環境づ

くりを充実させ、安心して子どもを産み、育てることができることができる

環境を整備します。 

○幼少期からのふるさと教育の充実等により、次代を担う子どもたちが元気で

笑顔にあふれ、自らの夢を育みながら成長する姿を支えます。 

３．阪南市に住みたくなる、魅力に溢れたまちづくり 
○本市の自然や文化、歴史、産業などの強みを活かした賑わいの場づくりに取

り組みます。 

○本市の魅力を戦略的に市内外へ発信することで、市の認知度向上やイメージ

アップなどにより、人の流れを変え、関係人口や交流人口の増加や移住・定

住の促進を図ります。 

４．地域資源を活かしたにぎわいのあるまちづくり 
○産業振興や新しい雇用の場の創出は、特に若年層の転出抑制や転入促進につ

ながり、地域経済の活性化につながることから、本市の強みを活かした成長

産業の育成や創業支援、新産業の創出支援などにより、安定した魅力ある雇

用の場を創出します。 
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Ⅳ．基本目標に基づく施策の体系 

前章で定義した市の基本目標に基づく施策の体系を、以下に示します。 

また、限られた財源や時間の中で、より高い効果の発揮が期待できる施策を選択し集中的に実

施していくため、メインターゲットに効果的な施策などを重点施策として設定します。 

 

表 8 施策体系 

市の基本目標 施策の体系 

１ 
誰もが健康で幸せに

安全・安心な生活しや

すいまちづくり 

 

１．大阪 NO.1の安全・安心なまちづくり 

（１）市民参画、市民主体の安全・安心なまちづくりの推進 

２．コンパクトシティ・プラス・ネットワーク※ 

（１）地域拠点間の連携、移動手段の強化 

３．スマートウエルネスシティ※のさらなる推進 

（１）健幸プログラムの充実と健幸づくりによる交流人口※の拡大 重点 

４．Society5.0をめざしたまちづくり 

（１）スマートシティ※の推進 重点 

２ 
子育て世代の希望を

かなえ、子育て・子育

ちが満喫できるまち

づくり 

１．安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり 

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての一貫した支援と環境の充実 

（２）子育てをしながら仕事ができる環境の醸成 重点 

２．子育て世代にとって魅力的な教育の推進 

（１）自然資源や地場産業を活用した教育プログラムの展開 

（２）グローバル社会に対応した教育の展開 

３ 
阪南市に住みたくな

る、魅力に溢れたまち

づくり 

１．自然や文化、歴史、産業などの強みを活かした賑わいの場を醸成 

（１）新たな集客交流事業の実現 

（２）世界に近い、大阪を代表する里海里山づくりの推進 重点 

２．市の認知度の向上やイメージアップによる移住・定住の促進 

（１）戦略的プロモーションにより、阪南ファン（関係人口）を創出・拡大 

（２）移住・定住の支援 重点 

４ 
地域資源を活かした

にぎわいのあるまち

づくり 

１．成長産業の育成と安定した雇用の場の確保 

（１）新たな仕事の創業支援と既存産業の競争力の強化 重点 

（２）地域産業の新規就業者などに対する支援の推進 
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なお、各施策及びその展開にあたっては、国で策定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に示される「政策５原則」（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視）に基づく施策展開に加え

て、「連携」の位置づけをより明確化する趣旨を充分に考慮します。 

また、本市の地方創生の取組を加速的に推し進めるため、これまでの単独の部局による縦割り事

業だけでは、対応しきれない課題や、現在の組織機構では対していない新たな課題を有することか

ら、部局間での政策連携の強化を図ります。 

以下に、国の総合戦略に示される「政策５原則」の内容を示します。 

 

表 9 「まち・ひと・しごと創生」政策５原則（抜粋） 

項目 内容 

自立性 地方公共団体・民間事業者・個人などの自立につながるような施策に取り組

む。 

将来性 施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積

極的に取り組む。 

地域性 地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主

体的に取り組む。 

直接性 施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との

連携を進めるなど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時

間の中で最大限の成果を上げるため、直接的に支援する施策に取り組む。 

結果重視 施策の結果を重視するため、明確な PDCAメカニズムの下に、客観的データ

に基づく現状分析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設

定した上で施策に取り組む。その後、政策効果を客観的な指標により評価

し、必要な改善を行う。 
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また、施策体系の検討に当たっては、「政策５原則」に加え、本市に住む人々のライフスタイルを

踏まえたターゲット層についても充分に考慮しています。 

市民のライフスタイルを踏まえた各施策が想定する主なターゲット層を以下に示します。 

  

 

図６ 阪南市民のライフスタイルに応じた各施策の主なターゲット 
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Ⅴ．各施策の方向性と重要業績評価指標（KPI） 

基本目標に基づく各施策の方向性及び KPI（重要業績評価指標）※を以下に示します。 

 

【基本目標１】誰もが健康で幸せに安全・安心な生活しやすいまちづくり 

 

 

 

 

 

表 10 数値目標 

数値目標 

○ 街頭犯罪発生率 人口 100人あたり 0.17％以下 

（令和元年中の街頭犯罪発生率は、人口 100人あたり 0.17％、府内５位） 

○ 地震や水害等の自然災害への対策（施設や組織）が進められ、安心して暮らして

いると思う市民の割合 

42.6％（令和元年度）→ 70.0％（令和６年度） 

○ 犯罪やトラブルにあわずに安心して暮らしていると思う市民の割合 

73.6％（令和元年度）→ 80.0％（令和６年度） 

○ 安心して快適に暮らせる住環境が整っていると思う市民の割合 

65.4％（令和元年度）→ 70.0％（令和６年度） 

○ 健康づくりに取り組むための行政サービスを受けられる環境があると思う市民

の割合 

57.4％（令和元年度）→ 70.0％（令和６年度）  

○ 生涯を通じて様々な学びやスポーツにふれ、生きがいを持って生活していると

思う市民の割合  

46.2％（令和元年度）→ 70.0％（令和６年度） 

 

【基本的方向】 

○ 安全・安心で暮らし続けられるよう「大阪 NO.1の安全・安心」をめざす環境を整備し、転出の

抑制や転入促進につなげます。 

○ 時代にあった魅力的なまちとして、持続可能なまちづくりを推進するため、市民主体による地

域づくりを進めます。 

○ 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク※」によるまちづくりを進め、各地域拠点の機能強

化や地域拠点間の連携を図り、効率的な行政サービスの提供など自治体間の広域連携を推進し

ます。 

○ 「健幸＝健康で幸せ」づくりを支援し、健康づくりとまちづくりを連動させた施策展開である

「スマートウエルネスシティ」を一層推進して、誰もが生涯にわたり、健康で元気に生きがいを

もって幸せに暮らせるまちづくりを進めます。 

○ Society5.0をめざし、スマートシティの実現に向け、ICT※や IoT※などを活用して、地域の課題

解決に貢献するとともに、行政手続や経済活動を始めとする様々な場面で、新たなサービスと

人や地域社会・環境の負担軽減などを行い、より生活しやすい持続可能な地域社会のまちづく

【SDGs17のゴール目標】 
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りを進めます。 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

１．大阪 NO.1 の安全・安心なまちづくり 

 

（１）市民参画、市民主体の安全・安心なまちづくりの推進 

 

 〔現状と課題〕 

本総合戦略の策定にあたり実施した住民意識調査において、市民の定住決定要因として

「治安などの安全・安心なまちづくりの推進」が大きな要素として抽出されました。こうし

た市民ニーズに対し、これまで本市では防犯委員会、校区福祉委員会及び各中学校区地域教

育協議会などを中心とした啓発活動、青色防犯パトロール活動などの防犯に関する取組や、

消防団活動の支援や自主防災組織などを始め、地域団体を主体とした防災に関する取組に併

せて、河川の浚渫、ため池の改修など、適切な維持管理により防災基盤の構築を推進してい

ます。 

特に第１期総合戦略では、災害時の災害対策本部機能のほか、災害救援物資の備蓄倉庫と

いった機能を備えた防災コミュニティなど拠点施設（まもる館）の整備や、防災・災害情報

システム※の整備、泉州南消防組合阪南消防署南西分署の開署、民間企業との連携による空

き家対策（空き家バンク制度の創設など）、防犯カメラの設置などを通じて、「安全・安心」

して住み暮らせるまちづくりを進めてきました。 

防犯については、第１期策定時と同じく、街頭犯罪発生率の低さは大阪府内の市において

上位の「安全」を実現しており、本市の誇るべき要素となっています。一方で全国的な傾向

として青少年を対象とした犯罪も増加しつつあり、ファミリー層が多く転入・定住している

本市においても、地域として青少年などに対する犯罪抑制を実現していくことが重要となっ

ています。 

また、防災については、防災訓練など地域での防災活動を自主的に行う自主防災組織数を

引続き増やす必要があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新たな災害

対応スタイルの構築が求められています。 

さらに、現在では地域団体や市民などを中心とした「人」の力によるところが大きく、本

市の防犯・防災における「強み」を維持しさらに伸ばしていくためには、「人」の力を支える

ための仕組みづくりが必要です。 

 

〔今後の取組〕 

・ウィズコロナ時代における新たな災害対応スタイルを構築するとともに、災害情報の発信力

の強化、情報共有体制の充実を行い、また、消防署及び各事業所に加え、まもる館を積極的

に活用し、消防訓練、防災訓練、防災講習及び救急講習会などを実施することで市民の災害

時の防災能力の向上を図り、市民の防災意識の高揚をめざします。 

・防犯については、地域を主体とした防犯教室や防犯啓発活動を推進することなどにより、犯

罪発生の抑止を図ります。 

・市民が交通事故の被害者及び加害者にならないため、泉南警察署と連携を図り、様々な世代
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を対象にした交通安全教室を開催し、市民全体の交通マナーの向上を図り交通事故の発生を

抑制します。 

・空き家バンク制度を広く周知し、引き続き、空き家への対策などに向けた取組を進めます。・

これらにより、定住の要因である「治安などの安全・安心なまちづくりの推進」を一層強化

し、若年層の転出抑制や転入促進につなげます。 

 

表 11 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

防災情報システム利用により、防災への関

心が高まった市民の割合 
82％ 85％ 

自主防災組織による訓練実施率 70％ 80％ 

防災ボランティア登録者数（累計） 

（医療関係、建設関係及び福祉関係などの

資格をもった人） 

11人 15人 

街頭犯罪発生率 0.17％ 0.17％以下 

交通事故死亡件数 0件 0件 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図７ 30代以下が定住場所を選ぶ際に重視する要素（住民意識調査）  
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

あなたがずっと暮らしていく（定住する）まちを選ぶときに

重視することは何ですか。（30代以下）

A 10代 B 20代 C 30代 合計

【選択肢】①公共交通（電車やバス）の利便性が良い、②地震や津波など自然災害に強い、③スーパーや商店などで

の買い物が便利、④病院など医療機関が充実している、⑤小中学校が家から近くにある、⑥住宅価格、家賃等が適当

な価格である、⑦段差の解消など、まちのバリアフリーが進んでいる、⑧親や子ども、兄弟姉妹、親戚、友人などが

近くに住んでいる、⑨治安が良い、⑩自然環境に恵まれている、⑪自治会やコミュニティ活動など人のつながりが強

いｌ⑫幼稚園、保育所や認定こども園など子育てをする環境や施策が充実している、⑬魅力ある学校づくりなど教育

環境が整っている、⑭通勤や通学に便利 ⑮雇用の場が多い、⑯その他 
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図８ 防災・災害情報システム         図９ 親子の防災イベント 
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２．コンパクトシティ・プラス・ネットワーク 

 

（１） 地域拠点間の連携、移動手段の強化 

 

〔現状と課題〕 

 総合戦略の策定にあたり実施した住民意識調査において、定住決定要因として「公共交通

の利便性」が大きな要素として抽出されています。 

本市では、市内に５駅ある鉄道駅を中心に行政施設、文化施設、買い物などの賑わいの場

の機能を集約したコンパクトなまちづくりをめざしています。市内には、南海本線、JR阪和

線の鉄道が東西に走り、南海ウイングバス南部４路線（１路線は本市と泉南市を結ぶ）と、

コミュニティバス６路線が市民の移動手段として運行しています。 

しかし、今後はさらに人口減少・高齢化が進む中で、地域の活力を維持するとともに、医

療・福祉・商業などの生活機能を確保し、若いうちから安心して暮らせるよう、地域公共交

通と連携したまちづくりを進めることは不可欠であり、拡散した居住地をつなぐ公共交通ネ

ットワークの確立が喫緊の課題となっていることから、平成 30 年８月に阪南市立地適正化

計画を策定し、コンパクトなまちづくりを推進しています。 

また、本市のめざすスマートウエルネスシティでは、市民をまちに誘い出し、まちを回遊

するよう誘導することで、市民の健康増進、介護予防につなげ、健康で生きがいづくりがで

きる充実した毎日を送っていただけることをめざすとともに、医療費の適正化にもつなげて

います。 

 さらに、本市では、モータリゼーション※の進展にとともに住宅開発や幹線道路整備が進

み、人口増加に伴い市民の移動手段は自動車が多い傾向にあります。しかしながら、今後の

人口減少や高齢化の進展に対応したまちづくりを進めていく中で、市民の移動手段として公

共交通の役割が重要となっています。 

そのため、市民がまちに出かけやすい仕組みづくりを行うことは重要であり、公共交通の

再編・充実は大きな課題となっています。 

 

〔今後の取組〕 

・持続可能な都市づくりへの転換を図るため、「阪南市立地適正化計画」に基づき、生活機   

能（医療・福祉・商業など）及び居住を誘導して、コンパクトなまちづくりを推進します。 

・市民が徒歩や公共交通により、生活利便施設などへアクセスしやすいコンパクトなまちづく

りを推進するとともに、平成 30 年３月に策定した阪南市公共交通基本計画に基づき、交通

結節機能の強化や広域基幹交通、市内基幹交通、地域内交通をネットワーク化し、多様な移

動手段が選択できる交通体系の構築を図り、公共交通を利用しやすい環境づくりを一層進

めます。 

・シームレスな交通体系を構築することで、異なる交通モード間の乗継抵抗の軽減が図られる 

ため、利用しやすい公共交通サービスにより、まちに誘い出され、歩くことで元気に暮らす 

ことができるまちづくりを推進します。徒歩による移動機会の増加やまちの賑わいの創出に 

つなげます。 

・ユニバーサルデザインの理念に基づいた、誰一人取り残さない、すべての人にやさしいまち 
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の実現をめざし、安全で快適に利用できるバリアフリーのまちづくりを推進します。 

・交通に関する施策を総合的に展開するため、まちづくりと一体となった取組を進めます。 

・これらにより、住み慣れた地域で安心して生活が続けられることに加え、定住の要因である 

「公共交通の利便性」を一層強化し、転出抑制や転入促進につなげます。 

 

 

表 12 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

コミュニティバス「さつき号」の１便あた

り平均乗車人数 
12.6 人／便 12.6 人以上／便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 コミュニティバス「さつき号」       図 11 尾崎駅周辺の地図 

（出典：阪南市観光マップ） 
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３．スマートウエルネスシティのさらなる推進 

 

（１） 健幸プログラムの充実と健幸づくりによる交流人口の拡大 重点 

 

〔現状と課題〕 

本市では、心身の健康づくり、食文化・食生活の改善や正しい知識の啓発、生きがい・絆

づくり、産業振興、都市基盤整備などの充実を図り、すべての市民が「健幸＝健康で幸せ」

と感じられるまちづくりとして、「スマートウエルネスシティ」に関する取組を進めています。 

第１期総合戦略では、健康づくりに関心のある層に加え、無関心層に対しても、運動する

きっかけづくりや、運動の習慣化をめざし、買い物支援マップの作成、ウォーキングロード・

ハイキングコースの設定と周知啓発、はんなん家族マイレージの提供、元気しゃっきり教室

や百歳体操などの運動の機会の提供、市民の健康づくりの拠点である「まもる館」への健康

器具の設置など、様々な健康づくりを行ってきました。また、次世代を担う人材の発掘・育

成などを図るため、食生活改善推進員や健幸マイスター※の養成及び育成を行うとともに、専

門職員がカフェやサロンなどの地域の拠点に出向いて正しい知識の普及・啓発に努めてきま

した。 

「スマートウエルネスシティ」の実現による成果の拡大に向け、本取組に参画する市民の

裾野を広げるためには、活動拠点の拡大に加えて、各世代の多様な健康ニーズを踏まえた各

種事業の充実が必要です。 

今後、交流人口を増加させるため、「スマートウエルネスシティ」の取組と本市の特色ある

地域資源の融合など、地域資源の魅力発信の強化を行う必要があります。 

 

〔今後の取組〕 

・地域住民や民間事業者などとも連携しながら、積極的に運動する人はもとより、健康づくり

に無関心な人にも、いつでも、どこでも、気軽に取り組み、楽しむことができる様々なニー

ズに対応できる健幸プログラムの提供（データヘルスに基づく市民の健康管理、若いうちか

らのフレイル※予防、認知症対策、健康増進のための移動支援など）を推進し、「スマートウ

エルネスシティ」の取組に参画する市民の増大を図ります。 

・本市の強みである地域の特色（地域資源やコンパクトなまち）を活かし、公民のパブリック

空間をウォーカブルな人中心の空間へ転換することで、『「ウォーカブル＝歩きたくなる」で

「健康になる」まち（居心地が良く歩きたくなるまち）』の形成をめざします。これにより、

健康寿命の延伸、孤立・孤独の防止、地域消費と交流人口の拡大、多様な人々の出会い・交

流を通じたイノベーションの創出のほか、成果連動型民間委託契約の枠組み（PFS）を活用

するなど、様々な地域課題解決や新たな価値の創造につなげます。 

・まずは、本市の玄関口である尾崎駅周辺地域をモデル地域として、尾崎駅及び駅周辺整備を

推進するとともに、既存のウォーキングロード・ハイキングコースの周知啓発と新たな市内

に魅力的なウォーキングコースを設定するなどにより、ウォーカブルなまちづくりを進め

ます。 

・市民協働によるまちづくりの基盤である地域コミュニティの活性化を図るため、出会いの機

会の提供や市民活動の基礎知識を学ぶ機会を提供することで担い手の育成につなげます。



29 

 

特に、子育て世代間の交流の促進に取り組むことで、子育て世代の転出抑制につなげます。 

 

表 13 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

体育施設で実施する各種教室やスクール

の参加者数 
11,543 人 12,000人 

健康教育の参加割合/対象人口 14.0％ 15.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 12 ハイキングコース       図 13 「まもる館」の健康器具 

 
 

 

４．Society5.0 の実現に向けたまちづくり 

 

（１）スマートシティの推進 重点 

 

〔現状と課題〕 

グローバル化やＩＣＴの進展などにより、ヒト・モノ・カネ・情報の流動性が高まり、社会、

経済、技術、政策といった様々な観点において、本市を取り巻く環境は大きく、急速に変化し

ています。 

また、新型コロナウイルス感染症を機に、社会生活のあり方が大きく変化することに加え、

人口減少、少子、超高齢社会の本格的な到来などにより、大きな構造変化が起こる中で、様々

な課題に直面しており、国が進める Society5.0の実現、住民の生活の質（QOL（クオリティ・

オブ・ライフ））の向上や都市機能の強化を図っていくうえでの IoT、ビックデータ※、AI活用

など先進技術を積極的に活用した「スマートシティ」の実現が地方創生の中でも求められてい

ます。 

加えて、コロナ禍を機に働き方や暮らし方が、大きく変わり始め、大阪中心地のオフィスへ

出勤していたオフィスワーカーのテレワークが広がっており、5G、6G の環境整備が進んでい
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く中、通勤がない暮らしの快適性やオンラインを活用した働き方の流れはさらに加速すると

考えます。 

本市では、これまで、環境活動や健康への取組、文化芸術活動や図書館の活性化、特徴のあ

るユニークなまちづくり活動などスマートシティと連動した、住みたくなる・滞在したくなる

まちへ生活の質（QOL）向上を実現してきました。 

 

〔今後の取組〕 

・スマートシティの推進として、これまでの取組に加え、新しい生活様式への対応、働き方改

革、教育、健康、介護、医療、地域交通体系などのあらゆる分野の課題に対して、ICT など

の新技術を活用して課題解決を行い、QOLの向上をめざします。 

・特に市役所においては、行政手続のオンライン化や、住民票や印鑑証明などのコンビニ交付、

テレワーク、ウェブ会議、３レス（はんこレス、ペーパーレス、キャッシュレス）など、コ

ロナ禍にも対応した「デジタルトランスフォーメーション（DX）※」を強力に推進します。 

・住みたくなることと併せ、滞在したくなるまちへ向け、Wi-Fi などの通信環境整備、サテラ

イトオフィスの推進、テレワークスペースやレストラン、カフェなど、心地よく働くことが

できる環境整備（サードプレイスづくり）に向けた支援を進めます。 

・先進技術の導入により、将来において、QOL の向上と財政的効果に繋がることが見込める場

合は、積極的に民間と連携し、実証や実装の取組を進めます。 

・ICT の活用が市内に普及するよう、スマホやタブレットなどを活用したセミナーや講座の開

催などにより、市民の ICTリテラシーの向上を図ります。 

・これらにより、QOLの向上が実現できるまちとしてのイメージの効果的な情報発信を通じて、

企業を含めて、多くの方の本市への関心を高め、移住定住や人材・企業の誘致につなげます。

また、令和 12（2030）年までに南大阪を代表するスマートシティのモデル都市をめざします。 

 

表 14 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

行政手続オンライン利用件数 - 400件 

市役所におけるキャッシュレス利用件数 - 5,000件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 具体的な事業イメージ  
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【基本目標２】子育て世代の希望をかなえ、子育て・子育ちが満喫できるまちづくり 

 

 

 

 

 

表 15 数値目標  

数値目標 

○ 合計特殊出生率 

1.16 (平成 29年)  → 1.60(令和６年度) 

○ 安心して子どもを産み育てられる環境が整っていると思う市民の割合 

57.4％（令和元年度） → 70.0％（令和６年度） 

○ 子どもが地域に守られ育っていると思う市民の割合 

75.0％（令和元年度） → 80.0％（令和６年度） 

○ 未就学年齢の子どもが、それぞれの子どもにあった幼児教育を受けていると

思う市民の割合 

64.5％（令和元年度） → 70.0％（令和６年度） 

○ 安全で快適な教育環境のもと、子どもたちが一人ひとりの個性と能力にあっ

た適切な学校教育を受けていると思う市民の割合 

58.9％（令和元年度） → 70.0％（令和６年度） 

 

【基本的方向】 

○ 少子化に歯止めをかけるため、地域で結婚・出産・子育てを支えあう環境づくりを充実させ、

安心して子どもを産み、育てることができる環境を整備します。 

○ 幼少期からのふるさと教育の充実などにより、次代を担う子どもたちが元気で笑顔にあふれ、

自らの夢を育みながら成長する姿を支えます。 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

１．安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり 

 

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての一貫した支援と環境の充実 

 

〔現状と課題〕 

本市では、子育て世代包括支援センターを拠点として、妊産婦や乳幼児への健康診査、離

乳食講習会などの健康教育のほか、育児相談などの家庭訪問など、専門職員による子育て世

帯向けの様々な公的支援を展開しています。 

また、子育て総合支援センター内では、こんにちは赤ちゃん訪問や親子で一緒に楽しく遊

べる場の提供、子育てに関する相談や児童虐待に関する対応も行っています。 

さらに、図書館においては、４ヵ月児健診時に絵本や図書館案内、地域の育児サークルや

地域文庫の案内などが入った「ブックスタートパック」の配布や、絵本や紙芝居などの読み

聞かせ、個別の読書相談を実施しています。 

【SDGs17のゴール目標】 
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こういった取組について、広報誌やインターネット、パンフレットでの情報提供も実施し

ており、他市町に比肩する支援内容となっています。 

一方で、日常生活におけるお子さんを連れての買い物や娯楽などに関する情報について

は、各種パンフレットなどを作成していますが充分には認知されていない状況となってい

ます。 

こうしたことから、出生数や子育て世帯の市外からの転入者の増加につなげるため、市内

のみならず、市外も含めて、本市の特色ある子育て支援制度の情報発信を強化していく必要

があります。 

第１期総合戦略では、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行う子育て世代包

括支援センターの設置や、妊婦一般健康診査の費用助成の拡充、産婦健康診査・妊婦歯科健

康診査・産後ケア事業の実施、不妊不育治療の費用助成、公共施設のほか民間施設の協力の

もと、親子で外出しやすい環境として「おむつ替え」や「授乳」ができる「赤ちゃんの駅」

の整備、「はんなん DEあんしん子育てガイド」の作成、子育てサイトの開設などを行ってき

ました。 

しかしながら、本市の出生率は、全国や大阪府に比べて非常に低く（出生率では 1.16）、

若い世代の減少を食い止めていくためには、これまで実施してきた各種支援サービスに加え、

市民も含めてまち全体で子育てを支えていくことが必要です。 

加えて、結婚・出産・子育てに関する意識調査においては、既婚女性が描く理想の子ども

の人数は概ね２～３人である一方、現実としては１～２人にとどまるといったギャップの存

在が明らかになっています。 

 

〔今後の取組〕 

・少子高齢化、生活の多様化、核家族化が急速に進む中で、安心して結婚・出産・子育てが

できる切れ目のない支援として、本市で実施されている特色ある子育て支援制度や、「赤

ちゃんの駅」や公園を始めとする子育てに役立つ地域のサポート情報などをまとめた子育

て情報冊子・お出かけ支援マップを提供するなど、結婚・出産・子育てに関する情報提供

の強化を行います。 

・妊娠中の母子の健康を守り、安心して健やかに出産を迎えられるよう、妊婦やその家族に

寄り添い、各種支援を行います。 

・幼児期の教育・保育を総合的に提供する、認定こども園などを普及させるとともに、教育・

保育の質の向上に取り組みます。 

・タブレットを活用してリモート相談を行うなど、子育て支援の相談体制の充実を図ります。 

・まち全体での子育て支援の場、子育てに関する市民交流の場として、未就学児及びその父

親・母親同士が交流できる地域イベントや、子育てに参加することを促進するための父親

向け講座・イベントなどを、市民と行政の協働で定期的に企画・開催します。これを通じ

て、「子育てについての悩みを抱えている」父親・母親が地域で悩みを解消できるように

し、第２子・第３子への出産へつなげます。 

・将来的に親世代になる中学生や高校生が早くから子育てに触れ、出産や子育てに対する興

味を持ってもらえるよう、市内の保育所や学校などとの連携のもと、引き続き中学生や高

校生が実際に子育て支援を体験する場、また現在子育てを実施している父親・母親との交
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流の場を設けます。これにより、将来的な出生率向上の土壌づくりを実現します。 

・これらを通じて、安心して健やかに出産を迎えられるようにすることで、出生数や子育て

世帯の市外からの転入者の増加につなげます。 

 

表 16 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

保育所待機児童数（10月１日） ０人 ０人 

留守家庭児童会待機児童数（３月末日） ０人 ０人 

子育て世代間の交流促進イベント参加者数 4,760 人 6,000人 

子育て世代（30歳～49歳）の人口 

（１月１日） 

12,548 人 

（令和２年１月１日） 
12,548人以上 

出生数（１月１日～12月 31日） 249人 249人以上 

０歳～４歳の人口（１月１日） 1,488 人 1,488人以上 

健康診査受診率（４カ月・1.7歳・3.6歳児

健康診査受診率（すくすく健診代替分も含

む）） 

96.7％ 98.0％ 

 

 

 図 15子どもの人数に関する「理想と現実」のギャップ(結婚・出産・子育てに関する意識調査)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 子育てガイド         図 17 まもる館内の「赤ちゃんの駅」 
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（２）子育てをしながら仕事ができる環境の醸成 重点 

 

〔現状と課題〕 

住民意識調査を通じて、第１子の出産を契機として離職する母親が多い一方で、経済的側

面なども背景に仕事を続ける必要性を感じる方も多いという傾向が現れています。こうした

母親世代の「子育てをしながら仕事をする」というニーズをかなえるため、本市においては、

仕事や病気などで子育てができないときや、都合で子どもを預けたい場合は、子どもを預か

ってほしい人と、預かることのできる人を結ぶ「ファミリー・サポート・センター※」制度を

構築していることに併せて、地域の子育て支援者、学生ボランティアを対象にスキルアップ

講座を開催し、地域の子育て支援の担い手のスキルアップを図っています。 

また、平成 27年の女性の就業率は、本市では 66.0％と、国の 65.9％と概ね同じとなって

います。 

国においては、「子育て安心プラン」の中で、女性の就業率 80％に対応できる保育の受け

皿の確保をめざしており、今後、より一層、母親の離職率を少しでも下げるとともに、安心

して子どもを産み、育てることができるよう、市民や企業、行政などまち全体で子育てを支

援できる環境を醸成する必要があります。 

 

〔今後の取組〕 

・子育てと仕事とのバランスが保てるよう、父親・母親がそれぞれの働き方を見直したり、

新しい働き方を取り入れたりできるよう、ワーク・ライフ・バランス※の考え方の普及に

向け、企業や労働者団体、子育て支援活動を行う団体などとともに取り組みます。また、

一旦離職された母親が復職しやすくするため、母親向けのキャリア形成・就職などの支援

を、企業や行政が一体となって推進していくなど、安心して子どもを産み、育てることが

できるよう、地域全体で子育てを支援する意識を醸成します。 

・延長保育や一時預かり、病児保育事業※など、仕事と子育てが両立できる支援を推進する

とともに、産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設などを利用できるよう、

休業中の保護者に対して情報提供を行い、計画的な教育・保育施設などの確保に努めます。 

・コロナ禍を機に働き方や暮らし方が、大きく変わり始め、テレワークが広がっていること

を受けて、Wi-Fiなどの通信環境整備、サテライトオフィスの推進、テレワークスペース

やレストラン、カフェなど、心地よく働くことができる環境整備（サードプレイスづくり）

に向けた支援を進めます。 

・これらにより、女性活躍の推進を図ることで、出生数や子育て世帯の市外からの転入者の

増加につなげます。 

 

表 17 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

ファミリー・サポート・センター会員数 401人 500人 

保育所待機児童数（10月１日）※再掲 ０人 ０人 

留守家庭児童会待機児童数（３月末日） 

※再掲 
０人 ０人 
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

高等職業訓練促進給付金支給人数 ６人 ４年間で 24人 

審議会などにおける女性委員の比率 21.2％ 38％ 

阪南市の管理職に占める女性職員の割

合 
18.4％ 25％ 

 

  

図 18 阪南市にお住まいの母親に関する出産・子どもの人数と就業状態の関係性 

（結婚・出産・子育てに関する意識調査） 

 

２．子育て世代にとって魅力的な教育の推進 

（１）自然資源や地場産業を活用した教育プログラムの展開 

 

〔現状と課題〕 

本市には、せんなん里海公園（ぴちぴちビーチ）や山中渓の桜、歴史的街並みを始めとし

た海・山それぞれの自然資源や歴史的資源が豊富に存在しています。また、海苔の養殖や水

ナスの栽培など、これらの資源・環境を活かした産業が古くから存在しています。 

また、本市には、各地域に地域教育協議会があり、フェスタなどのイベントや登下校の安

全見守り活動、あいさつ運動、地域の清掃活動など、様々な活動を展開しており、学校・子

ども・家庭・地域の連携・協働を通してつながりが強くなってきています。これらの成果を

土台として、地域の課題解決に子どもが挑戦するなど、学習フィールドを地域に広げ、新し

い時代に必要となる力を地域社会とともに育んでいます。 

加えて、本市の特色ある教育として、漁業関係者との協力により、海を活用した地域学習

（環境教育・海洋教育など）を実施しています。 

さらに、学校給食では、大阪産や地元の食材を使用した献立や郷土料理を取り入れるなど、

地産地消の推進や食育にも力を入れています。 

中学生・高校生を対象とした住民意識調査でも、私たちが誇るべきこれらの資源は「阪南

市の良いところ」と考えられており、ここから私たちのまちに対する愛着や、「就職するとき

には阪南市に戻ってきたい」という思いにつながっている傾向が見受けられます。 

そこで、こうした自然や歴史に関する資源、また伝統的な産業について、教育現場など、

あらゆる機会を通じ、郷土に対する愛着を醸成する必要があります。 
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〔今後の取組〕 

・本市にある自然や歴史、伝統的産業について、地域の方と一緒に体験し、知り学ぶことが

できるような教育プログラムを、引き続き行政や市内の農漁商工従事者などと協力して

提供します。 

・特に、本市の強みである海や山などのロケーションを活かした海洋教育などにより、充実

した環境教育の推進を図ります。 

・こうした教育活動に協力してもらえる市民を増やし、継続的な教育プログラム提供を行え

るような体制の整備を図っていくことを通じて、本市に対する子どもたちの愛着を深め、

今の子ども世代の将来的な定住またはＵターン※に対する志向を高めます。 

 

表 18 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

今住んでいる地域行事への参加率 

（小学校・中学校平均値） 
60％ 65％ 

 

 

 

図 19 阪南市のポジティブ要素・ネガティブ要素（中学生アンケート） 

※表中の網掛けは、各地区で最も回答数が多かったポジティブ要素・ネガティブ要素を示す。 

地区区分凡例

A地区

B地区

C地区

D地区

E地区

F地区

G地区

H地区 桃の木台

和泉鳥取・山中渓・桜ヶ丘・緑ヶ丘

舞・鳥取三井・光陽台

貝掛・箱作・万葉台・住友金属住宅

田山・南山中・箱の浦・いずみが丘・東和苑・鴻の台・プロヴァンスの丘

鳥取中・自然田・石田・桑畑・さつき台

該当する住所地

尾崎・尾崎町

下出・黒田・新町・鳥取・シーサイド貝掛・府営石田団地
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図 20 教育素材となる体験プログラムの例（左：稲刈り体験、右：稚魚放流体験） 

 

 

 

（２）グローバル社会に対応した教育の展開 

 

〔現状と課題〕 

加速度的に進むグローバル化の中で、国際共通語である英語力の向上は喫緊の課題です。

これまでに ALT 派遣事業や JET プログラムの活用などで、ネイティブの英語に触れながら

学習する英語教育を進めてきたところです。しかし、全国学力・学習状況調査の結果では、

中学校の英語の正答率は、全国及び大阪府の結果よりも低い状況となっており、積極的に英

語を用いてコミュニケーションを図る授業づくりなどが求められています。 

さらに、ICT教育については、ニーズが高まっている一方で、本市の教育用コンピュータ

１台あたりの児童生徒数は、大阪府平均値（4.4 人/台）よりも低い数値となっており、教

育の情報化に向けた早期の整備が求められています。 

 

〔今後の取組〕 

・「英語をもっと使いたい」と思える子どもの育成と、積極的に英語を用いてコミュニケー

ションを図れるよう、英語教育の充実に努めます。 

・ICT を活用した新しい授業スタイルの構築として、１人１台のタブレット端末及び高速大

容量の通信ネットワークを早期に整備して、個々の能力や特性に応じた「個別学習」や、

子どもたちが教え合い学び合う「協働学習」を進め、学力の向上をめざします。 

 

 

表 19 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

外国人と英語を使ってコミュニケーショ

ンをしたい（肯定的な意見） 
69％ 80％ 

全国学力・学習状況調査の平均正答率を

全国平均に近づける（全国平均との差） 
-３ ０ 
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【基本目標３】阪南市に住みたくなる、魅力に溢れたまちづくり 

 

 

 

 

 

表 20 数値目標 

数値目標 

○ 人口社会移動増減数（転入者－転出者） 

±０人／年 

○ 定住人口の維持 

54,500人（令和６年度） 

※なお、現状推移の場合は、令和７（2025）年に 52,604人となる。 

○ 観光の魅力を活かし、多くの観光客が訪問していると思う市民の割合 

9.7％（令和元年度）→ 15.0％（令和６年度） 

 

【基本的方向】 

○ 本市の自然や文化、歴史、産業などの強みを活かした賑わいの場づくりに取り組みます。 

○ 本市の魅力を戦略的に市内外へ発信することで、市の認知度向上やイメージアップなどにより、

人の流れを変え、関係人口や交流人口の増加や移住・定住の促進を図ります。 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

１．自然や文化、歴史、産業などの強みを活かした賑わいの場を醸成 

 

（１）新たな集客交流事業の実現 

 

 〔現状と課題〕 

本市の観光資源は、山中渓のわんぱく王国・桜・ホタル、夏のぴちぴちビーチでの海水浴

や「全日本ビーチバレージュニア男子選手権」、波太神社の石段を駆け上がる豪快な宮入が

醍醐味である「秋祭り」、紀泉高原を中心としたハイキングコース、昔からの街道である浜

（孝子越）街道・井関越街道・紀州（熊野）街道・信長街道に沿って多くある文化財など、

自然、歴史的資源を活用したものが主となっています。 

また、地域産業の振興策として、阪南市商工会を中心に繊維産業や金属製造業、食品製造

業など、地域をリードできる企業（リーダー会社）を地域の企業と結びつける企画が有効で

あることから、大阪府内でも有名で全国的にも知名度が高い企業を地域ブランドの認定企業

として牽引力と信用力を発揮するため、「阪南ブランド十四匠※」を立ち上げ、企業認証を推

進するとともに、ブランド化を進め、市内外への情報発信強化に努めています。 

さらに、食文化では、農業従事者が年々減少傾向にあることから、生産量は多くないもの

の、水ナスやキャベツなどの農産物が作られています。また、漁業では、舌平目や鰆、がっ

ちょ※、海苔などの海産物が豊富に収穫・水揚げされており、農産物と併せて、本市の大き

な特色・魅力となっています。 

【SDGs17のゴール目標】 
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平成 26年には、市独自の観光振興を行う組織として「阪南はなやか観光協会」（現在、一

般社団法人阪南市観光協会）が設立され、こうした本市にある特色・魅力ある生産品を、ま

ち一体となって展開していく基盤ができつつあります。 

令和２年６月には、山中渓地区「さくら地蔵」を含んだ葛城二十八宿からなる葛城修験が

日本遺産に認定され、日本を代表する修験者の聖地として誘客促進が期待されます。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した、新しいスタイルの観光振興が

求められています。 

 

〔今後の取組〕 

・「一般社団法人阪南市観光協会」や民間団体とも連携し、情報発信の機能を強化して、本市

の魅力を市内外に PRします。 

・中心市街地の活性化や賑わいの場の創出をめざすとともに、「阪南ブランド十四匠」を始

めとした商品の魅力発信、新たな集客交流事業の企画・展開などを行います。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した、新しいスタイルの観光振興と、登録有

形文化財である住宅・酒蔵や大型お菓子工場などの見学といった体験型観光の確立をめざ

します。 

・関西国際空港の周辺市町などと連携して、スケールメリットを活かした観光資源や特産品

などの情報発信や観光誘客に努めます。 

・これらを通じて、本市の魅力を市外に発信し、本市の自然・歴史・文化・人のやさしさを

体感する人を増やすともに、本市の商工業・農林水産業などの産業振興をめざします。 

 

表 21 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

各種イベント参加総数 105,558 人 110,000人 

平日滞在人口（各年８月 10時）〔RESAS〕 35,316 人 39,000人 

休日滞在人口（各年８月 10時）〔RESAS〕 38,937 人 43,000人 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 酒蔵見学          図 22 せんなん里海公園（ぴちぴちビーチ） 
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（２）世界に近い、大阪を代表する里海里山づくりの推進 重点 

 

〔現状と課題〕 

本市は、大阪都市近郊のまちでありながら山と海が近く、海岸には、浅場や干潟などの自

然環境が残された「里海」が広がっており、特に、大阪府内では最大のアマモ場が現存して

おり、多種多様な生物の生育場として大阪湾の環境保全に重要な機能を有しています。また、

箱作から岬町にまたがる大阪府営の海浜公園であるせんなん里海公園は、海辺の環境を活か

し、海の豊かさや地域の魅力を発信できる公園として、自然体験ができる人工磯浜や多目的

広場、遊歩道などの施設に加え、ビーチバレーやビーチサッカー、ビーチテニスを始め、ス

ケルトンカヤックの貸し出しなどに取り組んでおり、多くの世代が楽しむことのできる施設

となっています。このように、本市には、他のまちにはない特色ある地域資源が豊富にあり

ます。 

また、近くは関西国際空港、遠くは明石海峡大橋を眺望できるほか、沈みゆく夕陽も非常

に美しく、魅力的な景観資源となっており、平成 27 年度には、天然の観光資源である「夕

陽」を観光地の活性化に活かそうとする取組である「夕陽百選」に認定されました。 

本市の賑わいは行政だけでできるものではなく、民間事業者や NPOなどの市民団体、関係

機関との協働があってなしえるものです。住民意識調査では、熊野街道、波太神社、秋祭り、

山中渓地区の歴史的街並みはもちろんのこと、海や山などの自然を含む資源が、「阪南市の

強み・良いところ」として挙げられています。 

加えて、現在、自然や文化、歴史など豊富な地域ポテンシャルを有する「スマートウエル

ネスシティ」のモデル地域である山中渓地域では、地域住民とともに情報発信やまち並みを

活かした地域振興を取り組んでいるものの、より一層の推進に向けて、公民協働での施策展

開が必要です。 

第１期総合戦略では、本市の強みである里海里山を活かした取組に力を入れ、自然体験や

アウトドアスポーツなどを促進するために、‟大阪府内で２例目”となるアウトドア総合メ

ーカーと連携した取組を進めました。特に里海関連については、海をフィールドにした産官

学連携での研究活動が基盤となり、平成 29 年に開催した「全国アマモサミット 2018」の誘

致をきっかけに、環境保全活動などが漁業関係者や海洋に携わる関係者に広がり、本市の小

学生が「Ｇ20サミット配偶者プログラム」に参加したことにつながっています。加えて、本

市の特色ある教育として、漁業関係者との協力により、幼少期から、海を活用した地域学習

（地引網体験や環境教育など）を実施しており、令和２年度には、‟泉州地域で唯一”、市内

４小学校が「海洋教育パイオニアスクールプログラム」の採択校に選ばれました。さらに、

漁業協同組合の取組として、‟大阪湾初”となる牡蠣の養殖や、ワカメの養殖が「横浜ブルー

カーボン・オフセット制度※」として‟関西圏初”となる認証を得るなど、海の再生や環境保

全にも取り組んでいます。このように、里海里山を活かした活動の輪が広がっています。 

 

〔今後の取組〕 

・本市の強みである里海里山を活かし、地域や民間との連携により、環境を始め、観光・産

業、教育、暮らし、健康、スポーツなどの様々な分野の融合を行うことで、魅力の創出と

地域の活性化を図るとともに、交流人口や関係人口の増加につなげます。 
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・特に里海里山を活かした自然体験や、海を活用した地域学習、環境保全活動については、

大阪府内の他市にはない魅力的な取組であることから、多様なステークホルダーとの連携

を一層推進し、大阪を代表する里海里山づくりのモデル都市をめざします。 

・せんなん里海公園については、さらなる公園の活性化に向けて、大阪府との連携のもと、

多様な来園者のニーズへの対応と新たな魅力創出を図ります。 

・本市の自然や歴史、文化などの地域資源を複数日にわたり体験・周遊できるようにするた

め、マップの作成などを行います。 

・本市が実施しているスマートウエルネスシティの取組の１つとして、観光とスポーツ・健

康を融合し、市内外の多くの人々が本市の里海里山の魅力を感じることができるよう、市

内を周遊するコース設定や、サイクリングやトレッキングを始めとするアウトドアスポー

ツなどを活用した各種ツーリズムを推進するとともに、公民連携により、牽引役となる組

織の設立をめざします。 

・山中渓地域については、公民協働で現有のストックを活用し、地域の魅力発信や観光ガイ

ド、地域商品の販売などができるプラットフォームの設置などに取り組みます。 

・産官学連携を通じて、互いの資源や魅力を活かした事業に取り組むため、連携協定や、フ

ィールドワークの受入れ、クラウドファンディング、企業版ふるさと納税の活用による民

間資金の導入の取組などにより、地域の一層の活性化を図ります。また、ブルーカーボン
※の推進により、横浜ブルーカーボン・オフセット制度によって得た資金を活用するなど、

低炭素社会の推進や１次産業の活性化につなげます。 

・これらの取組により、まちの魅力を高めることで、交流人口・関係人口の増加、将来的な

移住定住や人材・企業の誘致につなげます。 

 

表 22 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

海浜イベントの参加者数 43,132 人 44,000人 

地域・企業・教育機関などとの協定締結数

（衛生・環境分野の累計） 

43件 

（R2.8.1） 
50件 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 大阪府立自然公園からの眺望   図 24 せんなん里海公園と阪南市の街並み 
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図 25 牡蠣の養殖             図 26 アマモに関する学習 

 

 

 

２．市の認知度の向上やイメージアップによる移住・定住の促進 

 

（１）戦略的プロモーションにより、阪南ファン（関係人口）を創出・拡大 

 

〔現状と課題〕 

これまで、シティプロモーション動画（日本語版、英語版など）やパンフレット、ロゴマ

ークの作成、阪南市ふるさと大使、阪南市シティセールス応援、Instagram などを通じてプ

ロモーションに努めてきましたが、マーケティングを活用した活動では、未だ市の認知度が

低い状況にあることから、アイデアやデザインを凝らしたプロモーションが求められていま

す。 

また、本市には、他地域に誇れる様々な地域資源がある一方で、効果的な発信ができてい

ない状況にあります。 

加えて、本市では、高校や大学などへの進学、就職する世代の転出が非常に多いことから、

若い世代の人口を取り戻すために、高校や近隣の大学などとの連携が必要です。 

さらには、将来的に移住につなげる関係人口の創出・拡大には、地域外のものが地域と継

続的につながる機会を構築することが求められています。 

 

〔今後の取組〕 

・プロモーションの推進にあたっては、統一したブランドを確立し、自然や歴史・文化、産

業などの本市にある魅力的な資源を、市民や市外から訪れ体感したことのある方の目線で

情報発信できるような仕組み・体制の構築を図るとともに、市民と行政、民間が一体とな

って本市の地域資源を市内外に発信します。 

・デジタルマーケティングの手法を活かし、ターゲットの属性に合わせ、企業コラボや SNS

を始めとする多様な情報発信ツールの活用や、スマートフォンアプリの開発、若い世代に

影響力が大きい行動を行う人物であるインフルエンサーの招致・発掘に取り組むなどによ

り、リアルとバーチャルを交錯させる戦略的なプロモーションを展開します。 
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・若い世代の人口を取り戻すために、高校や近隣の大学などとの連携や、観光客などの交流

人口を地域でのイベントへの参画などを通じて多様な形で本市と関わる「阪南ファン（関

係人口）」の創出・拡大につなげます。 

・公民が一体となって、本市の強みである海や山などのロケーションを活かし、映画・テレ

ビ・ドラマ・CMなど発信力の高いコンテンツの誘致及び撮影支援を推進します。 

・市民が愛着と誇りを持てるようにまちづくりを企画・活動を推進します。 

・これらにより、認知度向上のためのプロモーション、阪南ファン（関係人口）の創出・拡

大、シビックプライド※の醸成、ひいては地域経済の活性化につなげます。 

 

表 23 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

プレス提供した記事のうち、掲載・放映さ

れた割合 
46.5％ 50.0％ 

シティプロモーション動画（平成 27 年制

作）の YouTubeアクセス件数（日本語版４

種類及び外国語版４種類の合計） 

108,161 件 

（R2.10.1） 
150,000件 

市公式 Instagram のフォロワー件数 
962件 

（R2.10.1） 
1,500件 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 シティプロモーション動画      図 28 市外でのプロモーション 

 

 

 

 

（２）移住・定住の支援 重点 

 

〔現状と課題〕 

本市の人口急増期であった昭和 40 年～50 年代は、大阪府中心部に比べ地価が低く、温暖

な気候で空気も澄み、海・山の自然に恵まれ、住み心地の良いまちとして、ファミリー層の

支持を集めてきました。 

https://youtu.be/Ay0Mcn9LEgU
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近年、本市が住宅地として比較される地域は、泉州一帯から大阪府外の隣接地域まで広が

っているため、転入者の増加に向け、新たな魅力創出とその発信に取り組む必要があります。 

これまで、本市では、乳幼児がいる世帯への家庭訪問や専門的な子育て相談への対応など、

専門職員を活用した子育て世帯向けの様々な行政サービスを展開しており、その支援内容に

ついては他市に比べても充実しています。 

また、これまで大きな災害も少なく、防犯面でも、公民連携した取組が功を奏し、大阪府

内 33市の人口 10万人あたりの刑法犯の認知件数が少ないまちになっており、防災防犯両面

で安心して暮らせるまちとなっています。 

一方、こうした子育て世代にとっての移住・定住訴求要因となる本市の強みについて、市

外の方の認知度はあまり高くなく、効果的な情報発信・PRを行うことが必要です。 

第１期総合戦略では、シティプロモーション動画（日本語版、英語版など）やパンフレッ

トの作成、移住者向けのウェブサイトの開設などを通じて、効果的な情報発信に努め、また、

空き家を活用した移住者向けの支援策に力を入れてきました。 

近年、近隣市町では、移住・定住の支援策として、新婚世帯や婚活者、三世代同居者に対

する支援策の充実を図っています。一方で本市の支援策は、金銭的な支援が少ない状況であ

り、今後、若い世代や子育て世代を取り戻すには、特にＵ・Ｉ・Ｊターン※希望者への支援策

の検討が必要です。 

 

〔今後の取組〕 

・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者などに、移住先として阪南市を選んでもらえるよう、移住相談を

始めとする受入体制の整備や支援策の充実を図ります。 

・特に、高校や大学の進学や就職などで転出した若い世代（特に 30 歳代の働く女性）が本

市に戻ってきやすい仕組みとして、三世代同居近居支援や、不動産関連企業との連携によ

る不動産情報の効果的な提供などのＵターン希望者などのニーズを充足するための支援

策を検討し、推進します。 

・住みたくなることと併せ、滞在したくなるまちへ向け、海や山などのロケーションと、大

阪市や空港へのアクセスの良さを活かし、首都圏や大阪都市圏などの人材に阪南市で働

き・暮らし・交流する体験の場を提供として、Wi-Fi などの通信環境整備、サテライトオ

フィスの推進、テレワークスペースやレストラン、カフェなど、心地よく働くことができ

る環境整備（サードプレイスづくり）に向けた支援を進めます。これにより、体験者など

によるモデルケースをつくり、「大阪でのワーケーション※や多様な働き方ができる場所＝

阪南市」というイメージを確立させて、移住や企業の誘致につなげます。 

・市民が愛着と誇りを持てるようにまちづくりを企画・活動を推進し、人口の定着を図りま

す。 

・市内の埋もれた人材の発掘や次世代のリーダーの育成として、クリエイティブ人材や、ま

ちづくりに関わっていただける専門人材を登録・活用する、「（仮称）まちづくり人材バン

ク制度」の整備を進めます。これにより、まちなかアートやイベント企画など、まちづく

り活動によるブランディングの創出や、協働によるまちづくりの推進につなげ、まちへの

愛着と魅力創出を図ります。 
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表 24 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

市内への転入者数（1.1～12.31） 1,401 人 1,401人以上 

市外への転出者数（1.1～12.31） 1,707 人 1,707人以下 

事業を通じて移住した延べ世帯数 

（空き家バンク活用促進事業など） 
０世帯 12世帯 

（仮称）まちづくり人材バンク制度の登録

者数（累計） 
― 20人 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29 移住者向けのウェブサイト 

 

 
図 30 自然増減・社会増減の推移（出典：ＲＥＳＡＳ 地域経済分析システム）  
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【基本目標４】地域資源を活かしたにぎわいのあるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

表 25 数値目標 

数値目標 

○ 市内事業所従業者数 

11,165人（平成 28年）→ 12,000人（令和６年） 

○ 市民が就労の機会を得て、良好な労働環境のもとで安心して働くことができる

と思う市民の割合 

32.1％（令和元年度） → 40.0％（令和６年度） 

 

【基本的方向】 

○ 産業振興や新しい雇用の場の創出は、特に若年層の転出抑制や転入促進、また、地域経済の活性

化につながることから、本市の強みを活かした成長産業の育成や創業支援、新産業の創出支援

などにより、安定した魅力ある雇用の場を創出します。 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

１．成長産業の育成と安定した雇用の場の確保 

 

（１）新たな仕事の創業支援と既存産業の競争力の強化 重点 

 

〔現状と課題〕 

本市には、繊維産業など伝統・実績のある産業が存在しており、その技術力は、世界でも

高く評価されるなど市外に誇れるものを有しています。 

しかしながら、近年、市内の事業所数は減少傾向にあり、中心市街地には空き店舗が目立

ち空洞化が進みつつあります。一方、阪南スカイタウンの産業用地における工業系区画への

企業進出が全て完了したことから、新たな産業集積地域の創出に向け取組む必要があります。 

また、住民意識調査からも、若年層の市外への転出志向の要因として、「雇用の場が少な

いこと」が挙げられており、雇用創出が人口減少に歯止めをかける大きな鍵となっています。 

第１期総合戦略では、空き店舗の解消として、市内にある空き店舗を利活用した創業など

への支援や、既存産業の競争力の強化として、商品のブランディング化や販売促進、台湾へ

の販路開拓支援を行ってきました。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業の経済状況が悪化しており、雇用に

ついても厳しい状況が続いています。そのため、経済成長の回復に向けた取組が課題となっ

ています。 

  

【SDGs17のゴール目標】 
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〔今後の取組〕 

・新たな産業・しごとの創出に向けて、平成 27 年度に国の認定を受けた阪南市創業支援計

画に基づき、本市商工会や金融機関・行政が一体となって創業希望者への活動支援を進め

ます。 

・「阪南ブランド十四匠」の取組における国内外における販路開拓や新たな地場産品の創出

支援などにより、産業の競争力の強化につなげます。 

・新たな産業集積地域の創出に向け、関係機関と情報を共有しつつ、企業誘致が促進できる

場所の確保に努めてまいります。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況の悪化については、国や大阪府と連携の

うえ、早期に市内経済が回復できるように努めます。 

・さらに将来的には、公共のストックなどを活用したインキュベーション施設※整備などに

より、起業をめざす方や住宅事情で在宅ワークができない方を支援する仕組みをつくり、

起業支援や子育てをしながら仕事ができる母親にやさしい環境整備をめざします。 

 

表 26 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

事業を通じた創業者数 ４人 ５人 

「阪南ブランド十四匠」認証企業数 25件 30件 

 

図 31 本市のネガティブ要素（定住移住に関する意識調査）  

※表中の網掛けは、世代ごとの回答数上位５つ（同率有）のネガティブ要素を示す。 

 
図 32 阪南市の特産品の例（左：味付のり、右：なにわ黒牛） 

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上

8 69 110 58 32 49 28

①交通手段 37.5% 40.6% 32.7% 37.9% 56.3% 30.6% 25.0%

②雇用・仕事 25.0% 40.6% 32.7% 46.6% 40.6% 42.9% 14.3%
③自然環境 0.0% 1.4% 0.9% 1.7% 3.1% 4.1% 10.7%
④生活環境 12.5% 8.7% 8.2% 10.3% 3.1% 6.1% 3.6%
⑤子育て支援 0.0% 7.2% 13.6% 17.2% 3.1% 6.1% 7.1%
⑥子育て関連施設 0.0% 15.9% 15.5% 10.3% 3.1% 6.1% 0.0%
⑦子どもの安心・安全 25.0% 17.4% 20.0% 8.6% 3.1% 10.2% 10.7%
⑧教育費用 0.0% 4.3% 8.2% 6.9% 3.1% 2.0% 0.0%
⑨学校教育 0.0% 5.8% 5.5% 8.6% 3.1% 4.1% 7.1%
⑩学校の数・質 25.0% 8.7% 4.5% 3.4% 6.3% 0.0% 7.1%
⑪日常の買い物 12.5% 26.1% 15.5% 25.9% 21.9% 18.4% 25.0%
⑫治安 0.0% 2.9% 4.5% 8.6% 0.0% 6.1% 3.6%
⑬レジャー・娯楽施設 37.5% 47.8% 32.7% 15.5% 21.9% 22.4% 21.4%
⑭住宅環境（家賃含む） 0.0% 4.3% 3.6% 10.3% 6.3% 6.1% 3.6%
⑮医療・福祉施設 0.0% 21.7% 20.9% 15.5% 28.1% 32.7% 21.4%
⑯老後の医療・福祉 12.5% 13.0% 11.8% 15.5% 28.1% 40.8% 32.1%
⑰歴史・文化 0.0% 5.8% 2.7% 3.4% 3.1% 6.1% 3.6%
⑱その他 0.0% 4.3% 5.5% 10.3% 12.5% 10.2% 10.7%

回答者数（人）

年齢

回
答
率

（
％

）
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（２）地域産業の新規就業者などに対する支援の推進 

 

〔現状と課題〕 

本市では、水ナスやキャベツなどの農産物、また舌平目や鰆、がっちょ、海苔などの海産

物が豊富に収穫・水揚げされており、特に漁業に関しては近年その漁獲高が伸びているなど、

まちの大きな特色・魅力となっています。 

その一方で、高齢化や地産品の販売力低下などを背景として、農業・漁業の担い手は経年

で大きく減少しています。さらに、農業については、後継者不足に伴う遊休農地増大などを

背景として、生産の源泉である農地が経年で減少傾向にあります。 

こうした課題を解決するため、人・農地問題解決推進事業などに取り組み、農業の担い手

支援・育成を促進しています。 

第１期総合戦略では、就労希望者の確保・育成、研修制度、窓口強化（新規就農支援制度

の案内など）を行ってきましたが、農業規模が小さいことなどにより、認定農業者数は減少、

また、新規就農者数は伸び悩んでいる状況です。 

 

〔今後の取組〕 

・本市における農業・漁業を維持し、持続可能な産業として経営の安定化を図るため、その

担い手を確保する取組として、農業協同組合や漁業協同組合、金融機関に加え、企業や大

学などとの連携を強化し、既存就業者や新規に希望する就業者に対する支援、遊休農地の

活用や農業・漁業の特産品のブランド化推進・商品力向上、地域内で経済が循環する仕組

みづくりなど、地域産業の新規就業者などに対する支援を推進します。 

 

表 27 重要業績評価指標と基準値・目標値 

重要業績評価指標（KPI） 基準値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

新規就農者数 ０人 ５人 

新規漁業就業者数 １人 ３人 

遊休農地面積 14.3 ha 12.0ha 
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Ⅵ．推進体制 

本総合戦略は、「おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生委員会」、「おもいやり

あふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生本部」及び「おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひ

と・しごと創生本部調整部会」などを検討組織として、各組織で検討した内容を盛り込んだもの

です。（なお、施策検討や今後の施策展開においては、本項に示す各組織のほか、関係団体や金融

機関、民間企業などその他の外部有識者と意見交換などを行っています。） 

今後、各施策を推進する段階においても、これらの組織をベースとした推進組織を構築し、PDCA

サイクル※に沿った施策の具体化・計画化、実行、進捗状況・業績の確認、改善を行っていくもの

とします。（PDCAサイクルによる継続的改善は、次項を参照してください。） 

 

 

図 33 総合戦略に関する推進体制  

 

ア おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生委員会 

本総合戦略の施策検討などを効果的なものとするために、平成 27 年６月に外部有識者

である教育機関、産業界、金融機関、労働団体、市民、行政機関などの代表者で構成する

外部組織として、「おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生委員会」（以下

「創生委員会」という。）を設置しました。 

創生委員会を通じて、施策検討から施策実行まで、庁内のみならず本総合戦略の関係者

からの意見が広く反映されるような仕組みを構築しています。 

 

イ おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生本部 

まち・ひと・しごと創生の取組における庁内の意思決定組織として、平成 27年２月に、

市長（本部長）、副市長（副本部長）、教育長、各部長、会計管理者、議会事務局長、行政

委員会事務局長及び教育委員会事務局生涯学習部長から構成される「おもいやりあふれる

まち阪南 まち・ひと・しごと創生本部」（以下「創生本部」という。）を設置して、まち・

ひと・しごと創生のため、全庁横断的に取組を進めています。 

  

庁内 組織 外部組織など 

おもいやりあふれるまち阪南 
まち・ひと・しごと創生委員会 

おもいやりあふれるまち阪南 
まち・ひと・しごと 創生本部 

おもいやり あふれるまち阪南 
まち・ひと・ しごと創生本部 
調整部会 

その他外部有識者 など 

調整部会 

ワーキンググループ 

事務局 
（行政経営室） 

産 官 学 金 労 言 
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ウ おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生本部調整部会 

計画策定における検討を円滑にするため、必要に応じて、課長級で構成する調整部会を

創生本部のもとに設置するとともに、随時全庁的な説明会等を行い、全庁が一丸となって

地方創生に取り組む体制の構築を図っています。 
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Ⅶ．PDCAサイクルによる継続的改善 

ア 基本的な考え方 

本総合戦略に示す各施策を効果的なものとしていくために、基本目標として掲げた各種

数値目標及び各施策における KPI（重要業績評価指標）を用いて、施策成果の評価・改善

を行う PDCAサイクルを確立します。 

なお、施策成果の評価・改善においては、平成 25年度から取り組んでいる行政評価シス

テムとも連携し、総合計画との整合性を図ります。また、地方創生の成果を継続的に高め

ていくため、評価・改善の内容に応じて本総合戦略の改訂を適宜実施します。 

 

 

図 34 PDCAサイクルの基本的な考え方 

 

イ 評価・改善に関する実施方法 

４ヵ年という限られた計画期間の中で各施策の効果を最大化するために、評価・改善の

プロセスについては毎年度実施することを基本とします。 

本総合戦略の成果に対する評価に際しては、その妥当性や客観性を担保するため、庁内

（担当部課及び創生本部）での自己評価・内部評価に加え、市民や有識者などで構成され

る創生委員会における外部評価を実施します。 

また、評価結果を踏まえた各施策の改善に際しても、担当部課や事務局など庁内組織が

基本的な実施主体となりますが、外部からの有効な知見などを得るため、適宜創生委員会

からの助言・提言などを取り込んでいくこととします。 

 

計画
(Plan)

評価
(Check)

改善
(Action)

市民や産官学金労言の参画を得ながら、事務局及
び各施策の担当部課主導のもとで、計画の立案を
行う。

「おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・し
ごと創生委員会」「おもいやりあふれるまち阪南
まち・ひと・しごと創生本部」が評価主体となっ
て、庁内・外部それぞれの目で各施策の成果や進
捗状況等を評価する。
また、評価結果を担当部課や外部関係者等へフィ
ードバックする。

評価結果をもとに、各施策の外部関係者等
（NPOや市民団体、教育機関・学識経験者、民間
企業、地域金融機関等）の参画を得ながら、事務
局及び各施策の各担当部課にて改善策を講じる。
（必要に応じて、事務局にて本総合戦略の改訂を
行う。）

実行
(Do)

各施策について、施策の担当部課に加え、NPOや
市民団体、教育機関・学識経験者、民間企業、地
域金融機関等地域全体で取り組みを推進する。
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図 35 PDCAサイクル（評価・改善）に関するフロー・スケジュール  

 

ウ 継続的改善に向けた PDCAサイクル実施上の留意事項 

■ データに基づく地域ごとの特性と地域課題の抽出 

「自己評価」や「内部評価」「外部評価」においては、国が提供する「地域経済分析

システム（RESAS）」から把握できる本市の人口動態や交流人口、創業や消費など経済

動向に関する定量データ、また各施策（スマートウエルネスシティ、観光振興など）

を通じて観測・蓄積される本市独自の定量データの活用・評価を基本とします。 

また各施策においては、評価プロセスにおいて利活用できるような本市独自データ

の観測・蓄積を極力可能とするよう、留意します。 

  

■ 地域間の連携推進 

国や大阪府の地域連携施策を活用しつつ、近隣自治体など地域間の広域連携を積極

的に進めます。 

    

■ 市民からの取組アイデアの継続的な取り込み 

今後の実行段階及び評価・改善段階を通じて、本市の取組成果を高めていくため、

本市や有識者のほか、各市民からも継続的にアイデアを提案・吸収していけるような

仕組み（市民ワークショップの定期開催など）を設けます。 

 

担当者
評価（Check）及び改善（Action）に関するフロー・スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

担当部課
（外部関係者含む）

事務局

まち・ひと・しごと
創生本部

まち・ひと・しごと
創生委員会

本年度施策自己評価

とり
まと
め

内部評価

外部評価
（助言・提言）

前年施策

とり
まと
め

確認

施策の
改善策検討

施策の改善

次年度施策検討

（適宜助言・提言や意思決定等を実施）

（適宜助言・提言や意思決定等を実施）

評価（Check） 改善（Action）
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参考 第２期総合戦略策定における主要経過 

 おもいやりあふれるまち阪南 まち・ひと・しごと創生委員会  

開催日 内 容 

令和２年３月 13日 ・市長挨拶、メンバー紹介 

・第２期総合戦略策定方針（案）について 

・意見交換 

令和２年６月 26日 ・第１期総合戦略の進捗状況について 

・第２期総合戦略の策定について 

・意見交換 

令和２年 10月 13日 ・第２期総合戦略（素案）について 

・意見交換 

令和２年 11月４日 ・第２期総合戦略（素案）について 

・意見交換 

 

 

【構成員名簿（令和２年 11 月４日時点）】         （15名、区分別順不同、敬称略） 

 区分 所属等 氏名 

１ 学識経験者 武庫川女子大学（文学部） 松端 克文 

２ 学識経験者 近畿大学（総合社会学部） 久 隆浩 

３ 学識経験者 近畿大学（名誉教授） 三星 昭宏 

４ 産業界代表 阪南市商工会 奥野 英俊 

５ 行政代表 大阪府（政策企画部広域調整室事業推進課） 佐田 剛清 

６ 金融界代表 池田泉州銀行 阪南支店 近藤 圭一郎 

７ 労働団体代表 連合大阪大阪南地域協議会 原田 善弘 

８ 報道機関の代表者 株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｴｽﾄりんくう局 和田 輝 

９ 公募市民委員  後藤田 郁子 

10 公募市民委員  下神 和義 

11 市長の認める者 関西エアポート株式会社 田川 典久 

12 市長の認める者 阪南市自治会連合会  正木 満 

13 市長の認める者 公益社団法人 大阪観光局 阪口 寿子 

14 市長の認める者 西日本旅客鉄道株式会社 和泉砂川駅 坂本 純一 

15 市長の認める者 
南海電気鉄道株式会社  

（まちづくり創造室沿線価値創造部） 
嶌岡 智基 
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 市民参画  

【第２期】 

項 目 転入者・転出者へのアンケート調査 

実施時期 平成 31年３～４月 

対象者 転入者：126人、転出者：180人 

 

項 目 住民意識調査 

実施時期 令和元年 11月 

対象者 16歳以上の住民 2,000 人 

 

項 目 保育所の保護者インタビュー 

実施時期 令和２年 10月 

内 容 １日の生活スタイルなどの聞き取り 

 

項 目 パブリックコメント 

実施時期 令和２年 12月～令和３年１月 

内 容 第２期阪南市総合戦略（素案）について意見を募集  

 

 【第１期】 

項 目 住民意識調査 

実施時期 平成 27年５～６月 

対象者 16 歳以上の住民 3,400 人 

 

項 目 結婚・出産・子育てに関する意識調査 

実施時期 平成 27年５～６月 

対象者 18 歳～49歳の住民 1,600 人 

 

項 目 定住移住に関する意識調査 

実施時期 平成 27年５～６月 

対象者 阪南市に転入から３年未満の住民 1,000人 

 

項 目 高校、専門学校、大学等卒業後の地元就職率の動向や進路希望状況調査 

実施時期 平成 27年５～６月 

対象者 16 歳～22歳の住民 500 人 

 

項 目 中学生アンケート 

実施時期 平成 27年５月 

対象者 阪南市の中学３年生 544人 
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項 目 雇用動向等アンケート 

実施時期 平成 27年６～７月 

対象者 阪南市商工会会員企業のうち、「資本金 1,000万円以上」、「従業員 10名以上」 

の企業 約 90件 

 

項 目 まち・ひと・しごと創生タウンミーティング（ワークショップ） 

実施時期 平成 27年７月 

 

項 目 パブリックコメント 

実施時期 平成 27年 10月 

内 容 阪南市総合戦略（案）について意見を募集  

 

 その他  

 総合戦略の推進にあたり、関係団体や民間企業と随時、意見交換などを実施しています。 
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用語解説（五十音・アルファベット順） 

インキュベーション施設 

創業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペース提供、マーケティング支援などの経営ノウハウを提

供し、その成長を促進させることを目的とした施設。 

がっちょ 

メゴチ（ネズミゴチ）。泉州地域での呼び名。 

関係人口 

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる

人々のこと。 

健幸 

健康で幸せ（＝身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ、安全で豊かな生活を送れること）の

略。 

健幸マイスター 

健康づくりの推進活動を実施する市民。健康づくりに関係する情報を発信する。 

合計特殊出生率 

15歳から 49歳までの女性における年齢別出生率を合計したもの。 

一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

交流人口 

他地域からその地域を訪れる人の数のこと。その地域に住んでいる人（定住人口）に対する概念。 

コンパクトシティ・プラス・ネットワーク 

歩いていける範囲を生活圏と捉え、医療・福祉・商業・居住環境などの各都市機能を近接化させたまち

づくり（コンパクトシティ）に、地域の公共交通を連接させることで、コミュニティの再生や住みやすい

まちづくりをめざすもの。 

自然増減 

出生または死亡により、ある地域の人口に生じる増減のこと。なお、ある期間において出生が死亡を上

回る場合「自然増」、逆に死亡が出生を上回る場合「自然減」という。 

シビックプライド 

都市に対する市民の誇り。 

社会増減 

他地域からの転入または他地域への転出により、ある地域の人口に生じる増減のこと。 

なお、ある期間において転入が転出を上回る場合「転入超過」、逆に転出が転入を上回る場合「転出超

過」という。 
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スマートウエルネスシティ 

身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ安全で豊かな生活を送れている（＝「健幸」）と感じ

られるまちづくりの考え方。 

スマートシティ 

少子高齢化などの社会の抱える諸課題に対して、ICTなどの新技術を活用した、より効率的で快適な都

市をめざしたまちづくりの考え方。 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。 

阪南ブランド十四匠 

市内の優れた技を有する企業を認証し、地場産業の振興と地域活性化につなげる地域ブランド戦略。 

伝統技術としての「技」の伝承と「ものづくりの心」を尊重し、本市の地場産業が発達した江戸時代後

期の 14か村にルーツを求め「阪南ブランド十四匠」と称し、地域資源の「独自性」を魅力として、新事業

の展開、特産物や観光資源の開発及び販路開拓に取り組んでいる。 

ビッグデータ 

一般に、従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群の

ことを指す。近年では、こうしたデータを取捨・解析することで新たな考察・事業創出につなげる例が多

く出てきている。 

病児保育事業 

病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家

庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているも

のについて、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事業をいう。病

児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型（訪問型）、送迎対応に分けられており、本市で

は、体調不良児対応型を実施している。 

ファミリー・サポート・センター 

子どもの一時預かりや送迎などの子育て支援を必要とする人と支援したい人を結びつける子育て支援

サービスの１つ。 

フレイル 

加齢とともに運動機能や認知機能が低下してきた状態。 

ブルーカーボン 

アマモやワカメなどの海藻は成長する過程で二酸化炭素を吸収するが、収穫されて食用などに加工され

る部分を除いた、アマモやワカメなどが長期的に体内に持ち続ける二酸化炭素のこと。一方で、森林が吸

収・固定する二酸化炭素をグリーンカーボンという。 

防災・災害情報システム 

インターネット上で、地震や風水害などの災害が発生した場合の被害状況、災害による避難者の安否情

報、災害救援ボランティアの情報などを発信・確認する機能を提供する情報システム。 
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モータリゼーション 

自動車が社会の大衆に広く普及し、生活必需品化する現象。 

横浜ブルーカーボン・オフセット制度 

二酸化炭素排出量削減の手法の１つとして、クレジット申請者の二酸化炭素吸収・固定の効果をオフセ

ット実施者（企業など）が買い取り、オフセット実施者（企業など）が排出する二酸化炭素と相殺するも

の。クレジット申請者には資金面の支援を受けることで活動が活性化できるメリットがあり、オフセット

実施者（企業など）には企業の社会的責任として社会貢献を行うことで企業価値が向上するメリットがあ

る。 

ワーク・ライフ・バランス 

一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な

どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各ライフステージに応じて多様な生き方が選択・実現

できること。 

例えば、ワーク（仕事）に偏ったアンバランスを起こすことにより、安定・充実した家庭生活を送るこ

とができず、出生減・少子化の遠因になりうるなど、人口減少との関連も強い。 

ワーケーション 

一般的には、「ワーク（仕事）」と「バケーション（休暇）」を組み合わせた造語。本計画では、「就

業場所や従来の就業形態にとらわれない働き方」を指す。 

ICT 

Information and Communication Technologyの略称で、情報処理及び情報通信に関連する諸分野にお

ける、技術・産業・設備・サービスなどの総称。国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」でも、政策パ

ッケージの１つとして「ICT の利活用等による地域の活性化」が挙げられているなど、地方創生の取組に

おいても重要な要素の１つである。 

IoT 

Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信する「モノのインターネット化」を指

す。インターネットを経由することより、離れたところのモノを操作したり、離れたところの状態を知っ

たりすることなどが可能になる。 

KPI（重要業績評価指標） 

Key Performance Indicatorの略称で、ある活動における目標達成度合いを定量的・客観的に測定する

ための指標。 

PDCA サイクル 

ある活動を継続的に改善させていくための取組手法の１つ。「Plan（計画）」⇒「Do（実行）」⇒「Check

（評価）」⇒「Action（改善）」の 4段階のサイクルから成り、Action を次サイクルの Plan につなげる

ことで、継続的な改善を実現するというもの。 

Ｕターン 

地方から都市へ移住したあとに、再び故郷に戻ってくること。 

Ｕ・Ｉ・Ｊターン 

Ｕターン・Ｉターン（他都市から移住すること）・Ｊターン（地方から都市へ移住したあと、故郷とは

異なる地方に移住すること）の３つの人口還流現象。
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